
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部エージェントを有するワイヤレスデバイスへ、パケットベースネットワークを介して
パケットを分配する方法において、
（Ａ）前記無線デバイスに対応するホームエージェントに、前記無線デバイスの外部エー
ジェントアドレスを提供するステップ、
前記無線デバイスは、ホームアドレスを有し、
（Ｂ）前記ホームエージェントで、ホームアドレスをパケットのヘッダデスティネーショ
ンアドレスとして有するパケットを受信するステップ、
（Ｃ）前記ホームアドレスを、前記パケットのパケットヘッダデスティネーションアドレ
スとして外部エージェントアドレスで置換するステップ、
（Ｄ）前記ホームエージェントから、前記パケットヘッダデスティネーションアドレスに
、前記パケットを転送するステップ

を有することを特徴とする無線デバイスにパケットを分配する方法。
【請求項２】
前記外部エージェントは、前記無線デバイスと共通場所にある
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
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、及び
（Ｅ）トンネリングの最適化がパケットとして実行されるようなパケットとして、前記パ
ケットを特定するために、ヘッダフィールドが前記パケット内に含まれるよう設定するス
テップであって、前記パケットヘッダは置換後実質的に同じサイズであるステップ



【請求項３】
前記外部エージェントのアドレスは、前記無線デバイスに対応するドメインベースの気付
アドレスである
ことを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
（Ｆ）前記パケットを、前記外部エージェントで受信するステップ、
（Ｇ）前記外部エージェントアドレスを、前記パケット用のパケットヘッダデスティネー
ションアドレスとして、前記ホームアドレスで置換するステップ、
（Ｈ）前記パケットを、前記無線デバイスに転送するステップ
をさらに有することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
共通場所に配置された、外部エージェントを有する無線デバイスにパケットを分配する方
法において、
（Ａ）パケットを、外部エージェントアドレスをパケットヘッダデスティネーションアド
レスとして有する、外部エージェントで受信するステップ、
（Ｂ）前記パケット内に組み込まれた、保存フラグメントフラグ（ Reserved Fragment Fl
ag ）が設定されているか否かを決定するステップ、
（Ｃ）前記保存フラグメントフラグが設定されている場合、トンネリング最適化技術を用
いて、前記パケットが処理されていることを決定するステップ、
（Ｄ）前記パケットが、前記トンネリング最適化技術を用いて処理されている場合に、前
記パケット用のパケットヘッダデスティネーションアドレスとし、前記外部エージェント
アドレスを無線デバイスアドレスで置換するステップ、
（Ｅ）前記ワイヤレスデバイスのアドレスに、前記パケットを転送するステップ

を有することを特徴とする無線デバイスへパケットを分配する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はインターネット及び他のパケットベースのネットワークに関し、特に、移動体デ
バイス（モバイルデバイス）によるパケットベースネットワークへの無線アクセス方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
通信ノードと移動体デバイス（モバイルデバイス）との間のインターネットを介した無線
アクセスに関するサポートについては、“移動体でのＩＰサポート”という表題のインタ
ーネットエンジニアリングタスクフォース（ＩＥＴＦ）提案（Ｃ．Ｅ．Ｐｅｒｋｉｎｓ編
、リクエスト・フォー・コメント（ＲＦＣ）２００２（１９９６年１０月、以降、本明細
書においては“モバイルＩＰ”として指し示す））にその概要が述べられている。モバイ
ルＩＰを用いることによって、各々のモバイルデバイスは、そのインターネットへの接続
点にかかわらず、固定されたホームアドレス及び関連するホームエージェントによって常
に識別される。通信ノードからモバイルデバイスへ送出されるパケットは、ホームエージ
ェント宛に回される。移動装置がホームドメインから離れている場合には、ホームエージ
ェントは、パケットをこの移動装置に関連する外部エージェントにトンネリング（通過）
する。
【０００３】
ＩＰパケットは、ＩＰパケットヘッダとして用いることのできるパケットの４０バイトで
その大きさが限られている。このＩＰヘッダは、ソースアドレスとデスティネーション（
宛先）アドレスとを有する。対応するノードは、ＩＰヘッダのソースアドレスとして設定
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、及び
（Ｆ）トンネリングの最適化がパケットとして実行されるようなパケットとして、前記パ
ケットを特定するために、ヘッダフィールドが前記パケット内に含まれるよう設定するス
テップであって、前記パケットヘッダは置換後実質的に同じサイズであるステップ



され、移動装置はＩＰヘッダデスティネーションアドレスとして設定される。限られたパ
ケットサイズの残りの部分は、データペイロード用に用いることができる。ホームエージ
ェントをホストするノードで、パケットを受信し、移動装置がホームドメインから離れて
いるときには、ホームエージェントは、ＩＰパケットをインターセプトし、このＩＰパケ
ットに添付されたＩＰヘッダデスティネーションアドレスとソースアドレスを組み込み、
この組み込まれたパケットをＩＰ－ｉｎ－ＩＰトンネル形式で埋め込まれたパケットを、
外部エージェントに転送する。
【０００４】
この組み込まれたパケットは、元の４０バイトのＩＰヘッダと、１０バイトの添付したＩ
Ｐヘッダソースアドレス（フォームエージェントのＩＰアドレスにより指定される）と、
１０バイトの添付したＩＰヘッダデスティネーションアドレス（外部エージェントのＩＰ
アドレスで指定される）からなり、この限られたパケットサイズの残りの部分は、データ
ペイロード用に利用できる。組み込まれたパケットのデータペイロード部分は、トンネリ
ング用に組み込まれなかったパケット内のデータペイロード用に利用できるものよりも２
０バイト少ない。その後、この組み込まれたパケットは、外部エージェントにトンネリン
グされる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
トンネリング用に用いられる、組み込まれたアドレスを含めることにより、少なくとも２
つの好ましくない影響がある。第１の影響は、カプセル化するヘッダアドレスの追加は、
パケットのオーバーヘッドをさらに含むために、パケットの伝送効率を減少させ、利用可
能なデータペイロード部分が減少することである。第２の影響は、最大サイズのパケット
が移動装置にトンネリングするために、ホームエージェントによりインターセプトされる
と、ホームエージェントは、インターネット制御メッセージプロトコル（ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＩＣＭＰ）エラーメッセージ
を、対応するノードに戻し、トンネリングのヘッダの追加が、フラグメンテーション（ｆ
ｒａｇｍｅｎｎｔａｔｉｏｎ）を必要とすることを指示する点である。その後、この対応
するノードが、パケットのデータペイロードサイズを制限し、再度転送する。そのため、
対応するノードからホームエージェントにパケットを転送するための、往復時間が必要と
される。この影響は、対応するノードから移動装置へ、ウェブ転送を行うために、移動装
置ＩＰトンネリングスキーム（Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰ　ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ
）を用いるとき、特に顕著で、その結果、５００ミリ秒のさらなる遅れが発生する。これ
は、ウェブのページトランスファーは、転送を行うために複数の伝送制御プロトコル、ト
ランスミッション制御コントロールプロトコル（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＴＣＰ）のダウンロードを必要とするからである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
パケットの遅延と、トンネリングのオーバーヘッドは、パケットがホームエージェントか
ら移動装置の外部エージェントに、各パケットを余分のソースアドレスとデスティネーシ
ョンアドレスでもって組み込むことなく、ホームエージェントにおけるパケットのデステ
ィネーションアドレスを置換することにより転送される。本発明の一実施例においては、
外部エージェントは、移動装置と共通場所に配置される。移動装置が新たな外部エージェ
ントを獲得したときには、移動装置は、ホームエージェントに対し、外部エージェントに
対応するアドレスを通知する。
【０００７】
移動装置を有するホームエージェントが、パケットのヘッダデスティネーションアドレス
として受信したパケットは、余分のソースアドレスとデスティネーションアドレスとが組
み込まれていない。パケットヘッダは、解析され、外部エージェントのアドレスが移動装
置のアドレスの代わりに用いられ、パケットは、外部エージェントに転送される。この外
部エージェントは、パケットを受信すると、外部エージェントのアドレスを取り除き、移
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動装置のアドレスをパケットヘッダアドレスとして置き換える。その後このパケットは、
移動装置に転送される。
【０００８】
パケットヘッダデスティネーションアドレスを交換することにより２つの利点がある。第
１の利点は、組み込むヘッダアドレスを必要とせずまた使用されることもないので、ホー
ムエージェントから外部エージェントに転送されるパケットのパケットヘッダサイズが増
えることはない。そのため、パケットの伝送効率は、移動ＩＰトンネリング用に用いられ
る系に比較すると改善する。第２の利点は、パケットのペイロードサイズは、ホームエー
ジェントから外部エージェントに転送されるパケットに対しては減少しないので、ホーム
エージェントは、ＩＣＭＰエラーメッセージを対応するノードに戻すことはなく、そのた
め、データペイロードサイズが減少したパケットを再度転送する必要はない点である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明は、例えばインターネットやイントラネットなどのインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）ベースのネットワークへの無線アクセスに関して用いられる実施例を用いて記
述されるが、本明細書に記載されている実施例は例示目的のみのものであって本発明を限
定するものではない。本発明は、モバイルデバイスからのあらゆるパケットベースネット
ワークへの無線アクセスに関して等しく適用可能である。
【００１０】
図１は、従来技術に係る、モバイルデバイスからのインターネットプロトコル（ＩＰ）ベ
ースのネットワークへのモバイルＩＰ無線アクセスを実現するために用いられているアー
キテクチャ例を示している。通信ノード１１０は、サービスプロバイダ１１２を介してイ
ンターネット１００にアクセスしているように描かれている。通信ノードは、移動体かあ
るいは固定かのいずれかである。モバイルデバイス１１４を用いる移動体ユーザは、基地
局ＢＳ１に近接して描かれており、基地局ＢＳ１との間に設定された接続を保っている。
モバイルデバイスは、無線ホストあるいはルータであって、その接続点をあるネットワー
クもしくはサブネットから別のものに変更することが可能である。モバイルデバイス１１
４にはホームエージェント１１８が関連づけられており、ホームエージェント１１８はサ
ービスプロバイダ１１６を介してインターネット１００にアクセスするように示されてい
る。ホームエージェントはノードあるいはルータによってインプリメントされ、モバイル
デバイスがホームから離れている場合には当該モバイルデバイス宛に伝達する目的でパケ
ットを通過させ、当該モバイルデバイスに係る現時点での位置情報を管理している。
【００１１】
さらに図示されているのがルータであり、インターネットと複数個の基地局間でパケット
をルーティングする目的で使用される。詳細に述べれば、ルータＲ１は、ルータＲ２及び
Ｒ３に対するインターフェースとして機能している。ルータＲ２は、基地局ＢＳ１及びＢ
Ｓ２に対するインターフェースとして機能している。同様に、ルータＲ３は、基地局ＢＳ
３及びＢＳ４に対するインターフェースとして機能している。モバイルＩＰの観点及び本
明細書の以下の部分全てにおいては、基地局は従来技術に係る無線基地局に関連する全て
の機能を含んでおり、さらに、従来技術に係るルータに関連する機能も含むものとする。
この二重機能性は、ルータ及び基地局を統合するという方法、あるいは、個別のルータ及
び基地局を双方の間でパケットを交換するように適切にインターフェースする方法のいず
れかで実現されうる。後者の場合には、ルータ部分及び基地局部分が通常同一箇所に配置
されるが、必ずもそうである必要はない。
【００１２】
モバイルＩＰによって実現されるＩＰ移動性サポートは、現在どの点からインターネット
に接続されているかにかかわらず、各々のモバイルデバイスが常にそのホームアドレスに
よって識別されることが特徴である。常にホームから離れている場合においても、モバイ
ルデバイスには気付アドレス（ｃａｒｅ－ｏｆ　ａｄｄｒｅｓｓ）も関連付けられており
、その現時点でのインターネットへの接続点に係る情報を提供する。モバイルＩＰは、気
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付アドレスのホームエージェントへの登録を必要とする。ホームエージェントは、モバイ
ルデバイス宛のパケットをＩＰ－ｉｎ－ＩＰカプセル化済みパケット内で気付アドレス宛
に通過させる。ＩＰ－ｉｎ－ＩＰパケットが気付アドレスに到着すると、付加されたＩＰ
アドレスが除去されて元のパケットデータが適切なモバイルデバイス宛に伝達される。気
付アドレスは、モバイルデバイス宛に転送されたパケットの、モバイルデバイスがホーム
から離れて存在する場合のモバイルデバイスへのトンネリングの終端点である。
【００１３】
モバイルＩＰ方式の動作の一例として、モバイルデバイス１１４が、図１に示されている
ように、位置１から位置４まで順次移動するのに連れて、そのインターネットへの接続点
を（ハンドオフを介して）基地局ＢＳ１からＢＳ４へ変更する場合を考える。基地局ＢＳ
１の近傍にいる場合には、通信ノード１１０からモバイルデバイス１１４宛に送出された
パケットは、まずモバイルデバイスのホームエージェント１１８へ送出される。ホームエ
ージェント１１８は各々のパケットを基地局ＢＳ１に係る対応するアドレス宛に通過させ
る。モバイルデバイスがハンドオフを行なって基地局ＢＳ２に接続されると、そのインタ
ーネットへの接続点は基地局ＢＳ２に対応するアドレスに変更される。この時点では、ホ
ームエージェントはモバイルデバイス１１４宛のパケットを基地局ＢＳ２へ通過させる。
このルーティング変更をインプリメントするためには、ホームエージェント１１８に対し
て、接続点が変更されたことを知らせる通知がなされなければならない。ホームエージェ
ントは、この通知を受信すると、設定済みのルーティングテーブルを更新し、モバイルデ
バイス１１４宛のそれ以降のパケットは基地局ＢＳ２へと通過させられることになる。基
地局ＢＳ３及びＢＳ４へのハンドオフも同様に取り扱われる。このような伝達方式は、三
角ルーティングとして知られている。モバイルＩＰ及びホームエージェントを用いる三角
ルーティング方式は、モバイルデバイスがそのインターネットへの接続点をあるＩＰサブ
ネットから別のＩＰサブネットに変更する場合のような、マクロ的な移動性を実現するた
めの手段としては効率的である。しかしながら、モバイルＩＰは、共通のサブネット内で
の、それぞれ非常に狭い地形的な領域をカバーしている無線トランシーバ間でのハンドオ
フのような、ミクロ的な接続性を実現するためにはあまり効率的ではない。
【００１４】
最近、モバイルＩＰプロトコルへの拡張が、“モバイルＩＰのルート最適化”という表題
のインターネットエンジニアリングタスクフォース提案の草稿（Ｃ．Ｅ．Ｐｅｒｋｉｎｓ
編、インターネットドラフト－ワークインプログレス（１９９７年１１月））で発表され
た。このルート最適化拡張は、ホームエージェント宛に転送されることなくパケットが通
信ノードからモバイルデバイス宛にルーティングされるための手段を提案している。ルー
ト最適化拡張は、通信ノード１１０がモバイルデバイス１１４に係るバインドをキャッシ
ュし、そのバインドに示された気付アドレス宛にパケットを直接送出することによって、
モバイルデバイスのホームエージェント１１８をバイパスする。この提案を用いることに
よって、パケットは、ハンドオフ間の中断を低減する目的で、旧基地局の外部エージェン
トから新基地局の外部エージェント宛に転送される。しかしながら、モバイルデバイスの
気付アドレスは、モバイルデバイスが基地局間でハンドオフするたび毎に変更されてしま
う。例えば、モバイルデバイス１１４が基地局ＢＳ１（旧基地局）から基地局ＢＳ２（新
基地局）にハンドオフすると仮定する。ルート最適化拡張は、（サービスを提供している
基地局に係る）現在の外部エージェントに対する気付アドレスをバインドするため、気付
アドレスはＢＳ１からＢＳ２に変更される。このような方式は、ミクロ的な移動性を改善
するが、モバイルデバイス１１４のハンドオフのたび毎に、ホームエージェント１１８及
び通信ノード１１０への通知が不可避である。
【００１５】
モバイルデバイスがホームネットワーク（すなわち、モバイルデバイスのホームエージェ
ントが位置するのと同一のネットワーク）内に存在する場合には、モバイルデバイス宛の
パケットはホームエージェントによってインターセプトされる。ホームエージェントは、
それらのパケットを通常のＩＰパケットとしてルーティングし、モバイルデバイスが通常
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接続されているローカルエリアネットワーク宛に送出する。それゆえ、モバイルＩＰは、
ルート最適化拡張が用いられるか否かにかかわらず、ローカルサブネット内の移動性をサ
ポートしない。モバイルデバイスがローカルサブネット内でその接続点を変更する場合に
は、その変更はリンク層修正技法によるか、あるいは、モバイルデバイス宛のパケットを
そのローカルサブネットに接続されている全ての基地局宛にブロードキャストするかのい
ずれかによって取り扱われなければならない。リンク層を取り扱うことは受容され得ない
ほどの遅延やパケットロスを招く可能性があり、全基地局宛にパケットをブロードキャス
トすることは帯域利用の面で非効率的である。
【００１６】
ローカル移動性ドメイン
今日の広域ＩＰネットワークは、通常、それぞれ独立した主体によって管理されている複
数個のサブネットに分割されており、各々の主体はそれぞれのサブネット内で独立のロー
カルプロトコルを用いて動作しているが、それぞれのサブネットの外部に対するインター
フェースとして標準的なプロトコルを認証している。本発明は、本発明は、主体によって
制御されているサブネット（例えば、インターネットにアクセスするルートルータを有し
複数個の基地局に対してサービスを提供しているセルラーサービスプロバイダ）に係る自
然な独立性及び自律性を、複数個のドメインを分類・規定することによって利用する。各
々のドメインは、実際にはローカルサブネットである。各々のドメインは、インターネッ
トへのアクセスを行なうルートルータを管理しており、ドメイン内の全ルータは共通のロ
ーカルプロトコルを利用する。
【００１７】
本発明は、規定されたドメイン内で共通のルートルータを有するルータを分類する際に、
モバイルユーザの基地局間の移動性は、通常、ローカライズされた事象である（すなわち
、大部分のハンドオフは物理的に隣接している基地局間で発生し、共通のルートルータを
介してインターネットに接続されている共通のサービスプロバイダによって管理されて操
作されている）という事実を利用する。
【００１８】
本発明を用いることによって、移動中のモバイルデバイスが割り当てられたホームドメイ
ン内のある基地局から当該割り当てられたホームドメイン内の別の基地局へとハンドオフ
される場合に、当該ホームドメイン内の選択されたルータが、その変更を反映する目的で
純粋にローカルなレベルでの（すなわち、当該ホームドメイン内のルータのみの）特別の
経路設定メッセージを用いて関連するルーティングテーブルを更新する。よって、ルータ
間のメッセージング及びシグナリングは最少化される。なぜなら、更新はローカルドメイ
ンベースレベルのみでなされ、さらに、選択されたルータのみ（すなわち、ルーティング
テーブルの更新が必要とされるルータのみ）に対するものであるからである。さらに、モ
バイルＩＰを用いる場合には、パケットがホームドメイン内に含まれる全ての基地局宛に
ブロードキャストされるか、あるいは単一の基地局を指示するためにリンク層アドレッシ
ングが必要とされていたのに対して、本発明は、パケットを単一の基地局へ導くためにホ
ームドメインルータの個別のルーティングテーブルを更新する。ＩＰ層ルーティングはエ
ンド－ツー－エンドで用いられるため、ＩＰ層ＱｏＳメカニズムが本発明と共に用いられ
うる。
【００１９】
しかしながら、移動中のモバイルデバイスが割り当てられたホームドメイン内のある基地
局から外部ドメインに属する別の基地局へハンドオフされる場合には、パケットはホーム
エージェントから当該外部ドメイン内のモバイルデバイスに対して割り当てられた気付ア
ドレスに対して通過（トンネリング）させられる。外部ドメイン内のミクロ的な移動性は
、モバイルデバイスがその外部ドメインに係る基地局を介してインターネットに接続され
ている期間全体を通して当該モバイルデバイス対する同一の気付アドレスを保持すること
によって、そのドメインに係る基地局間で実行されたハンドオフの回数にかかわらずに実
現される。その代わり、ホームドメイン内で実行されるハンドオフに関連して記述されて
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いるように、その外部ドメイン内の選択されたルータのルーティングテーブルが、その変
更を反映する目的で純粋にローカルなレベルでの（すなわち、当該外部ドメイン内のルー
タのみの）特別の経路設定メッセージを用いて更新される。よって、外部エージェントと
ホームエージェントの間のメッセージング及びシグナリングが最少化される。なぜなら、
、更新はローカルドメインベースレベルのみでなされ、さらに、選択されたルータのみ（
すなわち、ルーティングテーブルの更新が必要とされるルータのみ）に対するものである
からである。よって、外部ドメイン内の基地局間のハンドオフは、モバイルユーザのホー
ムエージェント及び通信ノードに対しては、実質的にトランスペアレント（透過的）であ
る。
【００２０】
図２は、本発明に従った、ハンドオフ認識無線アクセスインターネットインフラストラク
チャ（ＨＡＷＡＩＩ）に関するドメインベースアーキテクチャを模式的に示した図である
。ＨＡＷＡＩＩをインプリメントするために、無線ネットワークの有線アクセス部分が複
数個のドメインに分割されている。各々のドメインは共通のルートルータを有しており、
そのルートルータを通じてそのドメイン内の基地局に接続されたモバイルユーザ宛の全て
のパケットが転送される。詳細に述べれば、図２においては、無線ネットワークの有線ア
クセス部分が二つのドメイン、ドメイン１及びドメイン２に分割されている。ドメイン１
は、基地局ＢＳ５、ＢＳ６、あるいはＢＳ７に接続されたモバイルデバイス宛の全てのパ
ケットがルーティングされる場合に通過するルートルータを有している。具体的には、ル
ータＲ４及びＲ５が、適切な基地局宛にパケットを転送する目的で用いられるドメイン１
内のダウンストリームルータとして示されている。この実施例においては、ドメイン１は
、モバイルデバイス１１４にサービスを提供するホームドメインを表わすサブネットを包
含するものとして規定されている。ホームエージェント１５２はルートルータ１５０に組
み込まれている。この実施例においては、ホームエージェント１５２がルートルータ１５
０内に存在するプロセッサ及びメモリの機能を利用してルートルータ内でインプリメント
されているが、ホームエージェント１５２を、パーソナルコンピュータで利用可能なもの
のようなプロセッサ及びメモリを用いて、個別にインプリメントしてルートルータと同一
箇所に配置することも可能であることは当業者には明らかである。さらに、ホームエージ
ェントは、ルートルータと共にインプリメントされる必要は必ずしも無い、すなわち、ホ
ームエージェントは、ホームドメイン内の（基地局を含む）他のルータと通信することが
可能なあらゆるローカルルータもしくはノードにインプリメントされることが可能である
。ドメイン２は、ドメイン１に組み込まれていない基地局にサービスを提供する第二ドメ
インを表現するサブネット例として提示されている。それゆえ、ドメイン２は外部ドメイ
ンを代表していることになる。ドメイン２に組み込まれているのは、単一あるいは複数個
の基地局に対してサービスを提供する複数個のルータである。例示目的で、ルータＲ６が
ドメイン２に係るルートルータとして示されており、ＢＳ８はドメイン２に属するルータ
を介してサービスを提供されている基地局のうちの一つとして示されている。ルータＲ６
は、ドメイン２をその関連づけられたホームドメインとして有するモバイルデバイスに対
するホームエージェント及びルートルータとしての機能を有するように設定されており、
よって、ドメイン２は、ルートルータ１５０内にホームエージェント機能を有するモバイ
ルデバイスに関しては外部ドメインである一方、同時に、ルータＲ６内にホームエージェ
ント機能を有するモバイルデバイス（図示せず）に対するホームドメインでもある。それ
以外のドメイン（図２には示されていない）の各々は、共通のルートルータを介してイン
ターネット１００に接続された単一あるいは複数個の基地局に対するインターネットアク
セスを実現する。
【００２１】
モバイルデバイス１１４を操作しているモバイルユーザがドメイン内で移動する場合には
、そのドメインがホームドメインか外部ドメインであるかにかかわらず、モバイルデバイ
スのＩＰアドレスは不変である。例えば、モバイルデバイス１１４が、最初に基地局ＢＳ
５からのサービスを受けていて、その後基地局ＢＳ６さらにＢＳ７へとハンドオフされた
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場合であっても、モバイルデバイスのＩＰアドレスは同一に保たれる。当該モバイルユー
ザに対するホームエージェント及び通信ノードは、当該モバイルデバイスがそのドメイン
内でいずれの基地局を介して接続されている場合においても、ユーザが移動したことから
はシールドされている（ユーザが移動したことの影響を受けない）。ドメイン内の新たな
基地局からモバイルデバイスへのパケット伝達設定は、以下に記述されるように、特別の
経路設定方式を用いることによって実現される。この方式は、ドメイン内の選択されたル
ータにおける選択されたホストベースのルーティングテーブルを更新する。各々のドメイ
ンがローカルサブネットとして識別されているため、それぞれのドメインの外部のバック
ボーンルータにおけるルーティングエントリの変更あるいは更新は不要である。この方法
は、前述されたモバイルＩＰへのルート最適化拡張に関して用いられた方法とは明確に異
なっている。ルート最適化拡張においては、モバイルデバイスが隣接する基地局間でハン
ドオフする度に、モバイルデバイスの気付アドレスが変更されるが、個々のルータ内に含
まれるルーティングエントリは不変であった。
【００２２】
モバイルデバイス１１４が、その接続点を、第一ドメインに係る基地局（第一ドメインは
ホームドメインであるか外部ドメインであるかのいずれかである）から第二ドメインに係
る基地局（第二ドメインは外部ドメインのいずれかであるがホームドメインではない。な
ぜなら、モバイルデバイスの接続点がホームドメイン内に含まれるあらゆる基地局である
場合にはトンネリングが必要ではないからである。）に変更する場合には、パケットは新
たな（第二）ドメイン内の当該モバイルデバイス宛に、パケットトンネリングのための、
例えばモバイルＩＰなどの適切なプロトコルを用いて、ホームエージェントから転送され
る。モバイルデバイス１１４が（ドメイン１を介してインターネットに有線接続されてい
る）基地局ＢＳ７から（ドメイン２を介してインターネットに有線接続されている）基地
局ＢＳ８へとハンドオフを行なう場合には、ホームドメイン（ドメイン１）内のルートル
ータ１５０におけるホームエージェント１５２は、パケットのカプセル化を開始し、それ
らを、ドメイン２内の基地局へのハンドオフの際にモバイルデバイスが獲得した気付アド
レスへと通過させる。よって、アプリケーションは、同一のＩＰアドレスを中断すること
なく継続使用できる。
【００２３】
モバイルユーザ宛のパケットフローの伝達に係る保証されたサービス品質（ＱｏＳ）を実
現する目的で、パケットフロー経路に沿った各々のルータは各々のパケットに係る所定の
レベルのＱｏＳを規定し、それに従って適切なルータリソースが予約される。この分類機
能を実行する一つの方法は、各々のパケットに係るＱｏＳレベルを規定するパケットヘッ
ダフィールドを利用することである。このような方式は、Ｔ．Ｖ．Ｌａｋｓｈｍａｎ　ａ
ｎｄ　Ｄ．Ｓｔｉｌｉａｄｉｓによる“効率的な多次元レンジマッチングを利用した高速
ポリシーベースパケット転送”という表題の論文（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＡＣ
Ｍ　ＳＩＧＣＯＭＭ，　１９９８）及びＶ．Ｓｒｉｎｉｖａｓａｎ，　Ｇ．Ｖａｒｇｈｅ
ｓｅ，　Ｓ．Ｓｕｒｉ，　ａｎｄ　Ｍ．Ｗａｌｄｖｏｇｅｌによる“レベル４スイッチン
グのための高速スケーラブルアルゴリズム”という表題の論文（Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ
　ｏｆ　ＡＣＭ　ＳＩＧＣＯＭＭ，　１９９８）に記載されている。
【００２４】
しかしながら、ＨＡＷＡＩＩにおいてインプリメントされたローカル移動性ドメインを用
いること、及び、本発明に従うことによって、通信ノードから対応するモバイルデバイス
宛に送出されたパケットは、パケットのデスティネーションアドレスによって一意的に識
別される。このデスティネーションアドレスは、（モバイルデバイスがホームドメイン内
の基地局を介してネットワークに接続されている場合には）モバイルデバイスのホームア
ドレスであり、あるいは、（モバイルデバイスが外部ドメイン内に組み込まれた基地局を
介してネットワークに接続されている場合には）モバイルデバイスの気付アドレスである
。よって、ローカル移動性ドメインないでのフロー毎の基準に基づくパケットに対するＱ
ｏＳを実現することが、そのサービスをモバイルＩＰ方式（この場合には、パケットがモ
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バイルデバイスそのものではなく、サービスを提供している基地局に対応する気付アドレ
スに対して通過させられる）を用いて実現する場合に比較して大幅に簡略化される。
【００２５】
ＨＡＷＡＩＩローカル移動性ドメイン方式におけるモバイルデバイスユーザには、動的ホ
スト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバを介して動的にＩＰアドレスが割り当てられる。
デバイスがドメイン内の基地局間でハンドオフされる場合には、そのデバイスに割り当て
られたＩＰアドレスは不変である。それゆえ、ドメイン外のユーザは、当該モバイルユー
ザが移動したことを認識しない。この方式は、各々のモバイルデバイスに割り当てられた
二つのＩＰアドレスを用いる、その一方はホームドメイン内におけるモバイルデバイスに
割り当てられるものであり、他方はモバイルデバイスが外部ドメインに係る基地局を介し
て接続されている場合に割り当てられるものである。複数個のＩＰアドレスの利用はＩＰ
アドレスの現在の限られた利用性を悪化させるものであるが、この限られたＩＰアドレス
の問題は、ＩＰバージョン６の利用が一般化すれば議論できるものになると思われる。
【００２６】
現在利用可能なＩＰアドレスを維持する最適化は、動的ホーム最適化と呼称される。動的
ホーム最適化を用いる場合には、モバイルデバイスは、それが起動されるまでは、何らア
ドレスが割り当てられない。データクライアントとしてのモバイルデバイスは、通常、ウ
ェブサーバあるいはメールサーバのようなサーバとのトランザクションを開始するので、
固定されたＩＰアドレスは不要である。その初期起動に際して、モバイルデバイスには、
その起動がなされた時点で属していたドメインに係る動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣ
Ｐ）サーバから“動的固定アドレス”が割り当てられる。その後、そのドメインはそのモ
バイルデバイスに係るホームドメインとなる。それゆえ、モバイルデバイスは、固定され
たアドレスを有することがなく、また、モバイルデバイスがいずれかのドメインに固定的
に登録されることもない。モバイルデバイスが、それが起動された時点でのドメイン以外
のドメインにおける基地局へとその接続点を変更する場合には、その新たなドメイン内に
存在するＤＨＣＰサーバによって第二のＩＰアドレスが割り当てられる。この第二アドレ
スはモバイルデバイスの気付アドレスとなる。モバイルデバイスの電源が切断されると、
モバイルデバイスはその（起動時点のドメインにおけるＤＨＣＰサーバによって割り当て
られた）動的固定アドレス及び（電源切断時点で接続されていたドメインのＤＨＣＰサー
バによって割り当てられた）気付アドレスを放棄する。次回の起動の際には、モバイルデ
バイスにはそれが起動された時点で接続されるドメインにおける新たな動的固定アドレス
が割り当てられる。
【００２７】
図３は、本発明に係る、ドメインベースＨＡＷＡＩＩ方式を、動的ホーム最適化を用いず
にインプリメントする目的で、動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバによって実
行されるプロセスステップを示す流れ図例である。ステップ１７０においては、モバイル
デバイスには、ホームドメイン内において用いられるホームアドレスが割り当てられる。
ＤＨＣＰサーバは、ルートルータ内に存在するプロセッサ及びメモリの機能を用いてイン
プリメントされうるが、パーソナルコンピュータにおいて利用可能なもののような個別の
プロセッサ及びメモリを用いることによってＤＨＣＰサーバを実現することが可能である
ことは当業者には明らかである。さらに、ＤＨＣＰサーバはルートルータに関連してイン
プリメントされる必要は必ずしも無い、すなわち、ＤＨＣＰサーバは、ドメイン内の（基
地局を含む）他のルータと通信することが可能なあらゆるローカルルータあるいはノード
においてインプリメントされうる。モバイルデバイスが起動される（ステップ１７２）と
、モバイルデバイスがそのホームドメイン内に含まれる基地局を介して接続されているか
否かが決定される（ステップ１７４）。モバイルデバイスがホームドメインを介して接続
されている場合には、ステップ１７８に従って、特別の経路設定方式（後に記述される）
を用いて、ホームドメイン内でのホストベースルーティングが設定される。
【００２８】
モバイルデバイスが外部ドメイン（ホームドメイン以外のドメイン）を介して接続されて
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いる場合には、ステップ１７６に従って、モバイルデバイスはその外部ドメインをサポー
トしているＤＨＣＰサーバから気付アドレスを獲得する。ステップ１８０においては、特
別の経路設定方式を用いて、外部ドメインにおけるホストベースルーティングが設定され
る。気付アドレスが獲得されて経路設定方式が設定されると、モバイルデバイス宛のパケ
ットは、ホームドメインのルートルータからモバイルデバイスの気付アドレスに通過させ
られる（ステップ１８２）。ステップ１８４においては、モバイルデバイスが現在のドメ
イン内に含まれる基地局に対してハンドオフされた場合には、（以下に記述されるハンド
オフ経路設定メッセージが生成される以外は）何ら操作がなされない。しかしながら、モ
バイルデバイスが新たなドメインに属する基地局に対してハンドオフされる場合には、現
在の気付アドレスが解放される（ステップ１８６）。この流れ図は、ここからステップ１
７４の直前に戻って、モバイルデバイスのホームドメインへの接続がなされるか否かに係
るチェックが実行される。この手続きは、モバイルデバイスの電源が切断されるまで、ハ
ンドオフ毎に継続される。
【００２９】
図４は、動的ホーム最適化を用いるドメインベースＨＡＷＡＩＩ方式をインプリメントす
る目的で、ドメインにおける動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバにおいて実行
されるプロセスステップを例示する流れ図である。この手続きは、モバイルデバイスに対
して固定ホームアドレスが割り当てられない点を除いて、図３と共に記述された手続きと
同様である。前述されているように、動的固定ホームアドレスが導入される。ステップ２
００において、モバイルデバイスがまず起動され、そのドメイン内でのアドレスを獲得す
る前に、サービス提供側基地局との間のリンクが設定される。リンクが設定された後、ド
メインのＤＨＣＰサーバは、モバイルデバイスに対して固定ホームアドレスを割り当てる
（ステップ２０２）。ステップ２０４においては、モバイルデバイスがそのホームドメイ
ン内に含まれる基地局を介して接続されているか否かが決定される。動的ホーム最適化を
用いる場合には、最初の起動後は、モバイルデバイスは常にそのホームドメイン内に含ま
れる基地局に接続されているため、特別の経路設定方式を用いてホームドメイン内でのホ
ストベースルーティングが設定される（ステップ２０６）。ステップ２１４においては、
モバイルデバイスがそのホームドメイン内に含まれる基地局に対してハンドオフされる限
りは、（以下に記述されるハンドオフ経路設定メッセージの生成を除いて）何ら操作が行
われない。しかしながら、モバイルデバイスが外部ドメインに属する基地局に対してハン
ドオフされる場合は、流れ図はステップ２０４の直前に戻って、モバイルデバイスのホー
ムドメインへの接続に係るチェックが実行される。この際、ステップ２１６における気付
アドレスの解放は行われない。なぜなら、モバイルデバイスに対しては何も割り当てられ
ていないからである。
【００３０】
ステップ２０４で、モバイルデバイスが外部ドメインに接続されていることが決定された
場合には、モバイルデバイスは、その外部ドメインをサポートしているＤＨＣＰサーバか
ら気付アドレスを獲得する。ステップ２１０においては、特別の経路設定方式を用いて、
当該外部ドメインにおけるホストベースルーティングが設定される。気付アドレスが獲得
され、経路設定方式が設定されると、モバイルデバイス宛のパケットは、ホームドメイン
のルートルータからモバイルデバイスの気付アドレス宛に通過させられる（ステップ２１
２）。ステップ２１４においては、モバイルデバイスが現在のドメインに含まれる基地局
に対してハンドオフされる限りは（以下に記述されるハンドオフ経路設定メッセージを除
いて）何ら操作がなされない。モバイルデバイスが新たなドメインに属する基地局に対し
てハンドオフされる場合には、現在の気付アドレスが解放される（ステップ２１６）。こ
の流れ図は、ステップ２０４の直前に戻って、モバイルデバイスがそのホームドメインに
接続されているか否かのチェックがなされる。この手続きは、モバイルデバイスの電源が
切断されるまで、各ハンドオフに関して継続される。
【００３１】
図５は、本発明に従って、動的ホーム最適化が用いられるか否かにかかわらず、モバイル
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デバイスの電源が切断される際に実行されるドメインベースプロセスステップを例示する
流れ図である。モバイルデバイスは、現在の基地局を介してリンクを維持している（ステ
ップ２３０）。ステップ２３２においては、動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サー
バが動的ホスト最適化を利用しているか否かのチェックがなされ、利用している場合には
、モバイルデバイスがそのホームドメインを介してインターネットに接続されているか否
かの決定がなされる（ステップ２４０）。モバイルデバイスが、電源切断の時点で外部ド
メイン内の基地局を介してインターネットに接続されている場合には、動的固定ホームア
ドレス及び割り当てられた気付アドレスが後の割り当て及び利用に備えて対応するＤＨＣ
Ｐサーバに返還される（ステップ２４４）。しかしながら、モバイルデバイスが、電源切
断の時点でそのホームドメイン内の基地局を介してインターネットに接続されている場合
には、動的固定アドレスのみが後の割り当て及び利用に備えて対応するＤＨＣＰサーバに
返還される。なぜなら、そのホームドメイン内ではモバイルデバイスには気付アドレスが
割り当てられないからである。
【００３２】
動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバが動的ホスト最適化を用いない場合には、
ステップ２３４において、モバイルデバイスがそのホームドメインを介してインターネッ
トに接続されているか否かの決定がなされる。モバイルデバイスが、その電源切断の時点
で、外部ドメイン内の基地局を介してインターネットに接続されている場合には、割り当
てられた気付アドレスが後の割り当て及び利用に備えて対応するＤＨＣＰサーバに返還さ
れる。しかしながら、モバイルデバイスが、その電源切断の時点でホームドメイン内の基
地局を介してインターネットに接続されている場合には、何ら操作がなされない。これは
、動的ホーム最適化を用いない場合には、固定ホームアドレスが対応するＤＨＣＰサーバ
に返還されないからである。なぜなら、ホームアドレスが動的に割り当てられるのではな
く、ホームＤＨＣＰサーバにおいて当該モバイルデバイスに関して固定的に登録されるか
らである。
【００３３】
図６は、動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバ２７２及びホームエージェント２
７０を実現しているドメインルータ２６０の実施例を示している。ドメインルータは、直
前のノードからのパケットを受信する複数個の入力ポート（インターフェース）２６２及
び次のホップに対してパケットを送出する出力ポート（インターフェース）２６４を有し
ている。これらのインターフェースが双方向であることが可能であることは当業者には明
らかである。すなわち、インターフェースは、入力及び出力インターフェースの双方とし
て機能しうる。さらに、各々のルータは、プロセッサ２６６及びメモリ２６８を含んでい
る。各々のルータに存在しているプロセシング及びメモリリソースにより、フォワードア
ルゴリズム、キューイング、シグナリング、メッセージングのインプリメント、ルータフ
ォワードテーブルのインプリメント、及び他の標準的及び補足的ルータ機能及びサービス
等のルータ機能及びサービスの実現を可能にする。図６に示されているドメインルータ２
６０は、プロセッサ２６６及びメモリ２６８のリソースを用いてインプリメントされたＤ
ＨＣＰサーバ２７２及びホームエージェント２７０を含むように示されている。通常、Ｄ
ＨＣＰサーバ及びホームエージェント２７０がインプリメントされているドメインルータ
２６０はドメインルートルータであるが、前述されているように、このことは必須ではな
い。他のルータ（基地局含む）と通信することが可能なあらゆるローカルルータあるいは
ノードにホームエージェント及びＤＨＣＰサーバをインプリメントすることが可能である
ことは当業者には明らかである。さらに、ドメインルートルータとの適切な通信が実現さ
れる場合には、例えばパーソナルコンピュータにおいて利用可能なもののような個別のプ
ロセッサ及びメモリを用いて、ルータそのものの外部にホームエージェント及びＤＨＣＰ
サーバをインプリメントすることが可能であることも当業者には明らかである。ルータ内
への外部エージェントをインプリメントすることも、必要な場合には同様に可能である。
【００３４】
本発明に係るホストベースルーティングは、システムのスケーラビリティを効率的に実現
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することに留意されたい。例えば、ドメインのルーティングテーブル内に含まれるルーテ
ィングエントリの個数はそのドメイン内におけるアクティブ状態にあるモバイルユーザ数
に依存する。通常、各無線基地局は、利用可能な無線帯域スペクトルが限定されているた
めに、そのサポート可能なアクティブユーザ数が１００程度に限定されている。現在のル
ータが１万のオーダーのルータエントリをサポートすることが可能であるため、ドメイン
サイズはおよそ１００程度の基地局を含むように設計されている。１００個の基地局がカ
バーする領域はかなり広い（都市部に位置するか郊外に位置するかに依存して、半径２０
ｋｍ２ から５００ｋｍ２ ）ため、ユーザの移動の大部分は単一のドメイン内であり、結果
として、ホームエージェント及び通信ノードに関して実質的にトランスペアレントな移動
性が実現される。それゆえ、スケーラビリティは、（ｉ）現在のルータに固有の、１万の
オーダーのルーティングエントリを処理することが可能であるという事実を通じて、及び
、（ｉｉ）各々のドメイン内のルータによって管理されることが必要とされるルーティン
グエントリの最大数を制限する目的で適切なドメインサイズを用いることによって、保証
される。これに対して、ドメインルータではないインターネットバックボーンルータは、
サブネット（ドメイン）ベースルーティングエントリのみを管理することが必要とされる
。
【００３５】
経路設定方式
前述されているように、ホストベースドメイン指向ＨＡＷＡＩＩ方法は、モバイルユーザ
宛のパケット伝達管理目的で、ドメインルータを設定し、実現し、更新する三つの基本的
なタイプの経路設定メッセージを利用する。第一のタイプは起動経路設定メッセージであ
り、モバイルデバイスによって、その起動の際に、そのドメイン内のルータパケット伝達
経路をまず設定する目的で開始及び送出されるものである。起動経路設定メッセージは、
この機能を、モバイルデバイスが最初に起動された時点で、（モバイルデバイスが接続さ
れている基地局を含む）種々のルータ内にルーティングテーブルエントリを設定すること
によって実行する。ルートルータからモバイルデバイス宛にパケットをルーティングする
ために用いられるルータのみがこの起動されたモバイルデバイス宛のルーティングテーブ
ルエントリを必要とし、それゆえ、これらのルータのみが起動経路設定メッセージの転送
に関して選択される。
【００３６】
第二のタイプの経路設定メッセージは、モバイルデバイスが、接続されているドメイン内
に含まれる他の基地局に対してハンドオフされる際に、開始して送出する。このハンドオ
フ経路設定メッセージは、モバイルデバイスによるある基地局から別の基地局へのハンド
オフを反映し、かつ、そのようなハンドオフが発生した際のシームレスなパケット伝達を
保証する目的で、ドメイン内の選択されたルータに係るルーティングテーブルを更新する
ために使用される。ハンドオフの結果として更新されたルーティングテーブルエントリを
必要とするルーティングテーブルを有するドメインルータのみが、このハンドオフ経路設
定メッセージを受信するように選択される。ハンドオフ及び起動経路設定メッセージは、
更新メッセージに分類される。
【００３７】
第三のタイプの経路設定メッセージ、すなわちリフレッシュメッセージ、は、ソフトステ
ートルーティングテーブルエントリをリフレッシュする目的で、（モバイルデバイスが接
続されている）基地局によって開始されてルートルータ及び中間ルータ宛に送出される。
このメッセージは、個々のモバイルデバイスに関して個別に送出されるか、あるいは伝達
側基地局を介して接続されている複数個のモバイルデバイス宛のリフレッシュ経路設定メ
ッセージがまとまって送出される。リフレッシュ経路設定メッセージは、ルートルータか
ら当該メッセージを開始した基地局宛のパケット伝達に用いられる、ドメイン内の選択さ
れたルータに係るルーティングテーブルを更新する目的で用いられる。
【００３８】
リフレッシュ経路設定メッセージは、ルータにおける“ソフトステート”を利用する本発
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明に係る実施例と共に用いられる。ソフトステートルータは、所定の時間期間内にリフレ
ッシュ経路設定メッセージを周期的に受信しなければならないルータであって、受信でき
ないとホストベースルーティングリンクが切断されるものである。ソフトステート方式は
、ＨＡＷＡＩＩにおいて特に有用である。なぜなら、モバイルデバイスのユーザの移動性
がそれぞれのハンドオフに対応する新たなホストベースルーティングエントリを設定する
経路設定メッセージによって実現されるからである。ホストベースルーティングエントリ
を周期的にリフレッシュすることによって、（モバイルデバイスのハンドオフによって必
要とされるもの以外の）ドメインルーティングの変更への応答も実現される。ハンドオフ
によるものではないサブネット変更は、リンクの切断による故障、ノードの混雑、トラフ
ィック制御などを含む（但し、これらに限定されている訳ではない）種々の事象によって
開始させられる。それゆえ、リフレッシュ経路設定メッセージは、起動あるいはハンドオ
フに応答して開始される経路設定メッセージとは異なり、ドメイン内の基地局に接続され
た各々のモバイルデバイスに係るドメインルートルータ宛に基地局から伝達される。よっ
て、ＨＡＷＡＩＩベースドメインにおいてソフトステートルータを用いている間の、ルー
タあるいはリンク故障によるパケットリルーティングが容易に実現される。さらに、モバ
イルデバイスに係るパケット経路における単一あるいは複数個の外部エージェントを除去
することで、モバイルユーザ宛のデータ伝達の信頼性が向上する。
【００３９】
ルータのソフトステートルーティングテーブルに係る周期的なリフレッシュメッセージは
、基地局に接続された個々のモバイルデバイスに対応するリフレッシュメッセージの集積
を可能にする、すなわち、基地局は、その無線インターフェースを介して接続されている
モバイルユーザの各々に対する情報要素を含む単一のリフレッシュ経路設定メッセージを
送出することが可能である。さらに、後に記述されるように、リフレッシュ経路設定メッ
セージは、ドメイン内の選択された数個のルータに対してのみ送出されるので、ルータソ
フトステートの管理に係るオーバーヘッド量が低減される。
【００４０】
リフレッシュ経路設定メッセージはアクノレッジを必要としない。むしろ、リフレッシュ
経路設定メッセージの損失が、連続した数個のリフレッシュ経路設定メッセージが受信さ
れなかった場合にドメインルータに係るルーティングテーブルエントリが期限切れになる
ことを許容することによって、黙許されている。更新経路設定メッセージ（起動及びハン
ドオフ）はアクノレッジを必要とし、当該メッセージあるいはアクノレッジが受信されな
い場合には再送信される。それゆえ、本発明に係る経路設定方式は堅固であり、経路設定
メッセージの損失に対して寛容である。
【００４１】
図７－９は、本発明に係る経路設定メッセージの三つのタイプの構造を模式的に示した図
である。経路設定メッセージは、六つのフィールドからなる情報要素３００を有している
。図７は、リフレッシュ経路設定メッセージの情報要素フィールドを模式的に示した図で
ある。図８は、起動経路設定メッセージの情報要素フィールドを模式的に示した図である
。図９は、ハンドオフ経路設定メッセージの情報要素フィールドを模式的に示した図であ
る。まず、情報要素３００に含まれる個々のフィールドの記述の前に、経路設定メッセー
ジ全体に対する補足を行なう。第一に、前述されているように、リフレッシュ経路設定メ
ッセージは、基地局からそれに対して接続されている各々のモバイルデバイス宛に送出さ
れるか、あるいは別の実施例においては、その基地局に接続された複数個のモバイルデバ
イスに対する情報要素を含む単一のリフレッシュ経路設定メッセージが、基地局からまと
めて伝達される。第二に、更新経路設定メッセージとは、経路設定メッセージのうちの残
存する二つのタイプ、すなわち起動経路設定メッセージ及びハンドオフ経路設定メッセー
ジを指し示す。第三に、更新経路設定メッセージは、基地局に接続された単一のモバイル
デバイスに対応する単一の情報要素３００のみを含んでいる。第四に、各経路設定メッセ
ージは、伝達されるメッセージの真正性を確認する目的で、認証ヘッダを含む場合がある
。
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【００４２】
経路設定メッセージの情報要素３００は、以下のフィールドを含む：（ｉ）メッセージタ
イプフィールド３１０、（ｉｉ）シーケンスナンバーフィールド３１２、（ｉｉｉ）モバ
イルデバイスＩＰアドレスフィールド３１４、（ｉｖ）ソースＩＰアドレスフィールド３
１６、（ｖ）デスティネーションＩＰアドレスフィールド３１８、及び（ｖｉ）メトリッ
クフィールド３２０。メッセージタイプフィールド３１０は、受信側ルータに、どのタイ
プの経路設定メッセージが受信されつつあるかを通知する目的で用いられる。シーケンス
ナンバーフィールド３１２は、モバイルデバイスがハンドオフされる場合に、旧基地局と
ルータとの間でのパケットのルーピングを防止する目的で使用される。モバイルデバイス
ＩＰアドレスフィールド３１４は、受信側ルータに、ドメイン内のモバイルデバイスに対
して割り当てられた現在のＩＰアドレスを通知する目的で用いられる。ソースＩＰアドレ
スフィールド３１６及びデスティネーションＩＰアドレスフィールド３１８は、受信側ル
ータに、ドメインルートルータ及び基地局に関して割り当てられた特定のＩＰアドレスを
提供するために用いられる（メッセージタイプに基づいて、含まれる特定の情報は変化す
る）。メトリックフィールド３２０は、情報要素を処理する基地局あるいはルータからモ
バイルデバイスまでのホップの数を識別する。それゆえ、メトリックフィールド３２０は
、モバイルデバイスから開始される経路設定メッセージに関しては０にセットされ、対応
する基地局から開始されるリフレッシュ経路設定メッセージに関しては１にセットされる
。情報要素を処理する各基地局あるいはルータは、順次このメトリックフィールド３２０
をインクリメントする（後に記述されるように、ある種の経路設定メッセージは、このメ
トリックフィールド３２０をインクリメントするのではなくデクリメントする）。
【００４３】
図７には、リフレッシュ経路設定メッセージに係る情報要素フィールドが模式的に示され
ている。メッセージタイプフィールド３１０は、この経路設定メッセージがリフレッシュ
経路設定メッセージであることを示している。シーケンスナンバーフィールド３１２の機
能及びその使用法に関しては、後により詳細に記述される。ここでは、リフレッシュ経路
設定メッセージに含まれるシーケンスナンバーフィールド３１２は、リフレッシュ経路設
定メッセージを開始した基地局にストアされている現在のシーケンスナンバーフィールド
値（１より小さくはない）にセットされることに留意されたい。モバイルデバイスＩＰア
ドレスフィールド３１４は、リフレッシュ経路設定メッセージを開始した基地局に接続さ
れているモバイルデバイスに対して割り当てられたＩＰアドレスにセットされる。ソース
ＩＰアドレスフィールド３１６は、当該リフレッシュ経路設定メッセージを開始した基地
局のＩＰアドレスにセットされる。デスティネーションＩＰアドレスフィールド３１８は
、ドメインルートルータのＩＰアドレスにセットされる。メトリックフィールド３２０は
、当該リフレッシュ経路設定メッセージを開始した基地局によって１にセットされ、その
後に当該メッセージを受信するルータによって順次インクリメントされる。
【００４４】
図８には、起動経路設定メッセージに係る情報要素フィールドが模式的に示されている。
メッセージタイプフィールド３１０は、この経路設定メッセージが更新メッセージである
ことを示している。シーケンスナンバーフィールド３１２の機能及びその使用法に関して
は、後により詳細に記述される。ここでは、起動経路設定メッセージ内に含まれるシーケ
ンスナンバーフィールド３１２が０にセットされることに留意されたい。モバイルデバイ
スＩＰアドレスフィールド３１４は、モバイルデバイスのＩＰアドレスにセットされる。
ソースＩＰアドレスフィールド３１６は、当該モバイルデバイスにサービスを提供してい
る現在の基地局のＩＰアドレスにセットされる。デスティネーションＩＰアドレスフィー
ルド３１８は、ドメインルートルータのＩＰアドレスにセットされる。メトリックフィー
ルド３２０は、当該起動経路設定メッセージを開始したモバイルデバイスによって０にセ
ットされ、当該メッセージを受信する各ルータによって順次インクリメントされる。
【００４５】
図９には、ハンドオフ経路設定メッセージに係る情報要素フィールドが模式的に示されて
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いる。メッセージタイプフィールド３１０は、この経路設定メッセージが更新メッセージ
であることを示している。シーケンスナンバーフィールド３１２の機能及びその使用法に
関しては、後により詳細に記述される。ここでは、ハンドオフ経路設定メッセージ内に含
まれるシーケンスナンバーフィールド３１２が、現在ストアされているシーケンスナンバ
ーフィールド値より１だけ大きい値にセットされること（但し、２より小さくはない）に
留意されたい。モバイルデバイスＩＰアドレスフィールド３１４は、モバイルデバイスの
ＩＰアドレスにセットされる。ソースＩＰアドレスフィールド３１６は、モバイルデバイ
スのハンドオフ先の新たな基地局のＩＰアドレスにセットされる。デスティネーションＩ
Ｐアドレスフィールド３１８は、モバイルデバイスのハンドオフ元の旧基地局のＩＰアド
レスにセットされる。メトリックフィールド３２０は、当該ハンドオフ経路設定メッセー
ジを開始したモバイルデバイスによって０にセットされ、当該メッセージを受信する各々
のルータによって順次インクリメントされる。
【００４６】
起動経路設定メッセージ
図１０は、起動経路設定メッセージを処理するドメインルータによって用いられる方法を
示す流れ図である。モバイルデバイスは、起動されると、近接する基地局との間でリンク
を確立する。リンク確立期間内、あるいはその直後に、モバイルデバイスは、ドメインル
ートルータ、接続されている基地局、及び基地局とルートルータとの間のパケット伝達に
用いられる各中間ドメインルータ宛に伝達される経路設定メッセージを開始する。ここで
記述される方法は、本発明の実施例に従ってＨＡＷＡＩＩをインプリメントしているホス
トベースドメイン内の各々のルータ（前述されているように、これらにはドメイン基地局
も含まれる。なぜなら、基地局は、サブネット内の有線部分とのインターフェースとして
機能するルータ機能を維持しているかあるいはそれらへアクセス可能であるからである。
）に対して適用可能である。本明細書において記述されているメッセージ処理手続きは、
前述されているように、現在のルータにおいて利用可能な処理及びメモリ機能を用いて実
行される。ステップ３４０では、ドメインルータが起動経路設定メッセージを受信する。
ルータはメトリックフィールドをインクリメントする（ステップ３４２）。ステップ３４
４では、ルータは現在の経路設定メッセージが受信されたルータインターフェースを識別
し、変数Ｉｎｔｆ１をそのインターフェースにセットする。ステップ３４６では、モバイ
ルデバイスのＩＰアドレスをＩｎｔｆ１（ステップ３４４で識別されたルータインターフ
ェース）にマッピングするルーティングテーブルエントリが入力される。ステップ３４８
では、ルータは、ルータアドレスが現在の経路設定メッセージのデスティネーションＩＰ
アドレスフィールドに入力されているアドレスと一致するか否かをチェックする。一致す
る場合には、そのルータはドメインルートルータであり、経路設定メッセージに係るアク
ノレッジが設定されたルータ／インターフェース経路を介してモバイルデバイス宛に返送
される（ステップ３５２）。一致しない場合には、ルータは、その経路設定メッセージの
デスティネーションＩＰアドレス（すなわちドメインルートルータ）に達する目的でその
経路設定メッセージを転送すべき次のホップのルータを識別する（ステップ３５０）。そ
の後、当該ルータは、他のモバイルデバイスから開始された起動経路設定メッセージを待
機する（ステップ３５４）。新たな起動経路設定メッセージが受信されると、ルータはメ
ッセージ処理手続きをステップ３４０から再度開始する。
【００４７】
図１１は、ＨＡＷＡＩＩホストベースアーキテクチャを用いるドメイン例における起動経
路設定メッセージの処理シーケンスを模式的に示した図である。ここで、“Ｉｎｔｆ”の
使用は、あるノードがそれを介して他のノードに接続されているインターフェースあるい
はポートを意味していることに留意されたい。ドメインルートルータ３６０は、ドメイン
ルートルータＩｎｔｆＡを介してインターネット３６２へアクセスする。ドメインルート
ルータ３６０のＩｎｔｆＢは、ルータＲ７のＩｎｔｆＡに接続されている。ドメインルー
トルータ３６０のＩｎｔｆＣは、ルータＲ８のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ７
のＩｎｔｆＢは、基地局ＢＳ９のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ７のＩｎｔｆＣ
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は、基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ８のＩｎｔｆＢは、基地局
ＢＳ１１のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ８のＩｎｔｆＣは、基地局ＢＳ１２の
ＩｎｔｆＡに接続されている。
【００４８】
起動に際して基地局ＢＳ９のＩｎｔｆＢとの間でリンクを設定しようとしているモバイル
デバイス１１４が示されている。起動の開始に際して、モバイルデバイスには、まず、動
的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバ（図示せず）を介してＩＰアドレスが割り当
てられる。ＤＨＣＰサーバがルートルータと同一地点に存在していると仮定すると、基地
局ＢＳ９はＤＨＣＰサーバリレーとして機能し、ＤＨＣＰサーバとモバイルデバイスとの
間でのメッセージ転送を行なう。認証が成功すると、ＤＨＣＰサーバはドメイン内で用い
られるＩＰアドレスをモバイルデバイス宛に割り当て、さらに、基地局ＢＳ９とドメイン
ルートルータ３６０のＩＰアドレスをモバイルデバイス宛に伝達する。モバイルデバイス
は、その情報要素フィールドが図８に関連して記述されているように設定された起動経路
設定メッセージを生成する。モバイルデバイス１１４は、その起動経路設定メッセージを
、基地局ＢＳ９のＩｎｔｆＢへの第一ホップ３６４を介して送出する。
【００４９】
起動経路設定メッセージを受信すると、基地局ＢＳ９は情報要素のメトリックフィールド
をインクリメントし、それ自体のルーティングテーブルにモバイルデバイス１１４宛のル
ーティングエントリを追加する。モバイルデバイス宛のエントリは、モバイルデバイスの
ＩＰアドレスとＢＳ９によって受信されたモバイルデバイス宛のパケットがルーティング
されるべき関連するインターフェースという二つのフィールドよりなる。関連するインタ
ーフェースは、その起動経路設定メッセージが受信されたものと同一のインターフェース
（この例では、ＢＳ９のＩｎｔｆＢという無線インターフェース）にセットされる。次に
、ＢＳ９は、デスティネーションＩＰアドレスフィールドに示されたＩＰアドレスへの転
送を完遂する目的で、その起動経路設定メッセージを転送すべきゲートウェイを決定する
ためのルーティングテーブル検索を実行する。起動経路設定メッセージにおいては、デス
ティネーションＩＰアドレスフィールドはドメインルートルータのＩＰアドレスにセット
されている。この実施例の場合には、ＢＳ９は、適切なゲートウェイがルータＲ７である
ことを決定する。それゆえ、ＢＳ９はこの起動経路設定メッセージを、ＢＳ９のＩｎｔｆ
ＡからＲ７のＩｎｔｆＢへという第二のホップ３６６へルーティングする。
【００５０】
起動経路設定メッセージを受信すると、ルータＲ７は情報要素メトリックフィールドをイ
ンクリメントし、基地局ＢＳ９と同一の様式で、モバイルデバイス１１４宛のルーティン
グエントリを自らのルーティングテーブルに追加する。それゆえ、ルータＲ７は、モバイ
ルデバイスのＩＰアドレスを、起動経路設定メッセージが受信されたインターフェース（
Ｒ７　ＩｎｔｆＢ）と関連づける。その後、ルータＲ７は、その起動経路設定メッセージ
をドメインルートルータ３６０宛に第三ホップ３６８へ、すなわちＲ７　ＩｎｔｆＡから
ドメインルートルータ３６０のＩｎｔｆへと転送する。起動経路設定メッセージを受信す
ると、ドメインルートルータ３６０は情報要素メトリックフィールドをインクリメントし
、そのルーティングテーブルに前述されたものと同様にモバイルデバイス１１４宛のルー
ティングエントリを追加する。それゆえ、ドメインルートルータ３６０は、モバイルデバ
イスのＩＰアドレスを起動経路設定メッセージが受信されたインターフェース（Ｉｎｔｆ
Ｂ）と関連づける。その後、ドメインルートルータ３６０は、起動経路設定メッセージに
よって設定されたルーティングテーブルエントリを用いて、モバイルデバイスのＩＰアド
レスを経路中の各々のルータに関連づける目的で、アクノレッジ３７０をモバイルデバイ
ス１１４宛に返送する。その後、モバイルデバイス１１４宛にインターネットを介して伝
達されるパケットは、モバイルデバイスのＩＰアドレスのサブネット部分に基づいて、ド
メインルートルータ３６０宛にルーティングされる。モバイルデバイスのＩＰアドレスを
有してドメインルートルータ３６０に到達するパケットは、生成されたホストベースルー
ティングエントリを用いてモバイルデバイス１１４宛にルーティングされる。ドメイン内
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の、当該起動経路設定メッセージを受信していないルータ、すなわちＢＳ１１、ＢＳ１２
及びＲ８は、モバイルデバイスのＩＰアドレスに対応するルーティングエントリを維持し
ていない。それゆえ、これらのルータは、ルーティングテーブル内に対応するエントリが
無いデスティネーションアドレスを有するパケットに関しては、ドメインルートルータ３
６０宛のデフォールトのルーティング経路を用いる。よって、モバイルデバイス１１４に
対応するデスティネーションアドレスを有するパケットが基地局ＢＳ１１において受信さ
れた場合には、それらはデフォールトでドメインルートルータ３６０宛にルーティングさ
れる。ドメインルートルータ３６０において受信されると、モバイルデバイスのＩＰアド
レスは認識され、モバイルデバイス１１４宛にパケットを転送するために用いられるエン
トリはドメインルートルータ３６０のルーティングテーブル内で利用可能である。
【００５１】
リフレッシュ経路設定メッセージ
図１２は、本発明に従って、ドメインルートルータがリフレッシュ経路設定メッセージを
処理するために利用する方法例を示した流れ図である。前述されているように、リフレッ
シュ経路設定メッセージは、（各モバイルデバイスが接続された）基地局によって開始さ
れ、ソフトステートルーティングテーブルエントリをリフレッシュする目的で、ルートル
ータ及び中間のルータ宛に送出される。メッセージは、各々のモバイルデバイスに関して
個別に送出されるか、あるいは、その基地局に対して接続された複数個のモバイルデバイ
スに関するリフレッシュ経路設定メッセージがまとめて送出される。ここで例示・記述さ
れる方法は、本発明の実施例に従ってＨＡＷＡＩＩをインプリメントしているホストベー
スドメイン内の各々のルータ（これらには、前述されているように、ドメイン内の基地局
も含まれる。なぜなら、基地局は、サブネットの有線部分へのインターフェースとして働
くルータ機能を維持あるいはそれへのアクセスが可能であるからである。）に対して適用
可能である。ここで記述されるメッセージ処理手続きは、前述されているように、現在の
ルータにおいて利用可能な処理及びメモリ機能を用いて実行される。ステップ３８０では
、ドメイン内のルータがリフレッシュ経路設定メッセージを受信する。当該ルータはメト
リックフィールドをインクリメントする（ステップ３８２）。ステップ３８４では、当該
ルータはリフレッシュ経路設定メッセージが受信されたルータインターフェースを識別し
、それを変数Ｉｎｔｆ１にセットする。ステップ３８８では、モバイルデバイスのＩＰア
ドレスに係るエントリがルーティングテーブル内に存在するか否かをチェックする。存在
しない場合には、ステップ３９０でルーティングテーブルエントリが入力され、当該エン
トリはモバイルデバイスのＩＰアドレスをＩｎｔｆ１（ステップ３８４で識別されたルー
タインターフェース）にマッピングする。モバイルデバイスのＩＰアドレスに係るルーテ
ィングテーブルエントリが存在する場合には、リフレッシュ経路設定メッセージ内のシー
ケンスナンバーが既存のルータシーケンスナンバーエントリと比較される（ステップ３９
２）。リフレッシュ経路設定メッセージ内のシーケンスナンバーが既存のルータシーケン
スナンバーエントリよりも大きい場合には、リフレッシュ経路設定メッセージがルータに
おいて現時点で利用可能なものよりもより新しい情報要素フィールドを含んでいることを
意味しており、ステップ３９４において、ルータにおいてストアされていた情報要素フィ
ールドがリフレッシュ経路設定メッセージ内で送信されてきたより新しい値を反映するよ
うに更新（リフレッシュ）される。
【００５２】
ステップ３９６においては、ルータは、ルータのアドレスがリフレッシュ経路設定メッセ
ージ内のデスティネーションＩＰアドレスフィールド内のアドレスと一致するか否かをチ
ェックする。一致しない場合には、ルータは、リフレッシュ経路設定メッセージ内のデス
ティネーションＩＰアドレスに到達する目的で、当該リフレッシュ経路設定メッセージを
転送すべき次のホップのルータを識別する（ステップ３９８）。しかしながら、一致する
場合には、そのルータはドメインルートルータであってそのリフレッシュ経路設定メッセ
ージをさらに転送する必要はない。さらに、ドメインルートルータによる受信に対するア
クノレッジも不要である。よって、ステップ４００では、ルータは、それ自体のルーティ
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ングテーブルエントリを更新することになる新たなリフレッシュ経路設定メッセージを待
機する。このようなリフレッシュ経路設定メッセージは、同一の基地局か、あるいは当該
ルータをサービスを提供しているモバイルデバイス宛にパケットを転送する際に利用する
ドメイン内の他の基地局からかのいずれかから発せられる。新たなリフレッシュ経路設定
メッセージを受信すると、この手続きはステップ３８０から再度開始される。
【００５３】
以下、本発明に係るホストベースドメインＨＡＷＡＩＩアーキテクチャにおいて用いられ
る三つの経路設定ハンドオフ方式が記述される。すなわち、新－旧経路設定方式、旧－新
経路設定方式、及び新－旧－新経路設定方式である。起動及びリフレッシュ経路設定メッ
セージが、以下に記述される三つのハンドオフ方式の各々と関連して用いられる。三つの
経路設定ハンドオフ方式は、ハンドオフ経路設定メッセージがどのように調整され、管理
され、転送されるかという点で異なっている。本明細書において記述される三つの経路設
定ハンドオフ方式は、既存のトポロジーに関する知識を何ら仮定しない。すなわち、経路
設定メッセージは、ルーティング情報プロトコル（ＲＩＰ）あるいはオープン最短経路優
先（ＯＳＰＦ）等の従来技術に係るルーティングプロトコルによって生成されたルーティ
ングエントリを用いて、他のあらゆる付加情報を用いることなく、ドメイン内でルーティ
ングされる。しかしながら、ドメインノード、リンク及びルータ混雑及び／あるいはＱｏ
Ｓ保証責任に対応するプロトコル内で本明細書に記載されている経路設定方式を適応する
ことが可能であることは当業者には明らかである。
【００５４】
以下の、図１３から図１９を参照した記述は、本発明に係るホストベースドメインＨＡＷ
ＡＩＩアーキテクチャにおいて用いられる前述された三つの経路設定ハンドオフ方式に係
る詳細を列挙したものである。それらは、新－旧経路設定方式、旧－新経路設定方式、及
び新－旧－新経路設定方式である。それぞれの名前が示しているように、それらは、モバ
イルデバイスの旧基地局から新基地局へのハンドオフ事象をドメインホストルータに通知
して更新する、三つの相異なったメッセージ伝達手段を表している。これら三つの方式全
ては、ドメインルータのルーティングテーブルにおける変更を実現するために必要とされ
るメッセージング及びシグナリングを、モバイルデバイスがドメイン内でその接続点を新
たな基地局に変更することによってパケット伝達に用いられるインターフェースが変更さ
れた、選択されたルータのみを更新することによって限定している。それぞれの（すなわ
ち、新－旧、旧－新、あるいは新－旧－新）経路設定方式を用いて基地局が通知される順
序は、個々の基地局及びルータが論理レベルで経路設定メッセージを処理する順序を表し
ている。経路設定メッセージが伝達される物理的な経路は、論理レベルにおいて記述され
るものと異なる可能性がある。
【００５５】
以下、“クロスオーバールータ”という術語は、経路設定ハンドオフ方式を記述するため
に用いられる。再度図２を参照して、クロスオーバールータという術語が定義される。ド
メインルートルータ１５０、ルータＲ４及びＲ５、及び基地局ＢＳ５、ＢＳ６、及びＢＳ
７を含むドメイン１よりなる要素を考える。モバイルデバイス１１４が起動して、基地局
ＢＳ５に接続されると仮定する。モバイルデバイス１１４はＩＰアドレスを獲得し（すな
わち、ＩＰアドレスが固定的に割り当てられ）、ドメインルートルータ１５０宛の起動経
路設定メッセージを開始する。ドメインルートルータ１５０は、ドメインルートルータ及
び各中間ルータにおいて、そのＩＰアドレスをルータインターフェースと等値することに
よってルーティングテーブルエントリを追加する。それゆえ、モバイルデバイスのＩＰア
ドレスを有し、ドメインルートルータ１５０によって受信されるパケットは、適切なイン
ターフェースを介してルータＲ４にルーティングされる。ルータＲ４は、パケットを受信
すると、当該パケットを適切なインターフェースを介して基地局ＢＳ５にルーティングす
る。基地局ＢＳ５は、当該パケットをモバイルデバイス宛に送信する。ここで、モバイル
デバイス１１４がその接続点をドメイン１内で基地局ＢＳ６に変更し、モバイルデバイス
１１４宛のパケットが、ドメインルートルータ１５０、（新たなインターフェースを介し
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てであるが）ルータＲ４、及び基地局ＢＳ６を介してモバイルデバイス１１４宛にルーテ
ィングされると仮定する。基地局ＢＳ５及びＢＳ６及びルータＲ４にストアされているモ
バイルデバイスのＩＰアドレスに係るルーティングテーブルエントリは更新が必要である
が、ドメインルートルータ１５０内のルーティングテーブルエントリに関しては何ら更新
は必要ではない。これは、ドメインルートルータが、モバイルデバイス１１４宛のパケッ
トの最終的な伝達が基地局ＢＳ５あるいはＢＳ６のいずれかを介してなされるかにかかわ
らず、モバイルデバイス１１４のＩＰアドレスを有するパケットを同一のインターフェー
スを介してルータＲ４に転送するからである。この場合のクロスオーバールータはＲ４で
ある。なぜなら、モバイルデバイスがその接続点を基地局ＢＳ５から基地局ＢＳ６へ変更
した場合に当該モバイルデバイス宛にパケットを転送するために用いるインターフェース
を変更しなければならない、パケット伝達方式における最初のドメインルータであるから
である。
【００５６】
以下に記述される三つの経路設定ハンドオフ方式の各々において、第一ドメイン基地局か
ら第二ドメイン基地局へのハンドオフの間、ハンドオフの完了前及びドメインルータへに
係るルーティングテーブルエントリの更新前に旧基地局によって受信されたパケットが、
モバイルデバイス宛の伝送のために新たな基地局へ伝達されるように、既存のルーティン
グテーブルにルーティングエントリが追加される。このようにしてルーティングエントリ
を更新することにより、パケット損失につながるループ形成の可能性を防止する。さらに
、三つの経路設定ハンドオフ方式は、全て、図９において示されて既に記述された情報要
素構造を利用する（但し、後に記述されるように、旧－新経路設定方式が用いられる場合
に、ソース及びデスティネーションＩＰアドレスフィールドが相互に交換されて用いられ
る、という例外を除く）。しかしながら、それぞれの方式は、ドメインルータが情報要素
フィールド値をどのように解釈してどのようにそれに応答するか、という点で異なってい
る。
【００５７】
新－旧経路設定
図１３は、ドメインルータによって新－旧ハンドオフ経路設定メッセージの処理に用いら
れる方法例を示す流れ図である。前述されているように、ハンドオフ経路設定メッセージ
は、モバイルデバイスによって開始され、新たな基地局から旧基地局及び選択された中間
ルータさらにクロスオーバールータを含んで送出される。このメッセージを受信する基地
局あるいはルータは、発信側モバイルデバイスＩＰアドレスに対応するルーティングテー
ブル内のエントリを、ハンドオフ経路設定メッセージが到達したルータあるいは基地局の
インターフェースへのポイントに更新する。詳細に述べれば、ハンドオフ経路設定メッセ
ージを受信するドメインルータは、（ｉ）新基地局とクロスオーバールータとの間のハン
ドオフ後のパケット伝達経路に相当する各ルータ（新基地局及びクロスオーバールータを
含む）及び（ｉｉ）クロスオーバールータと旧基地局との間のハンドオフの前のパケット
伝達経路に相当する各ルータ（旧基地局を含む）が含まれる。本明細書において例示・記
述されている方法は、本発明の実施例に従ってＨＡＷＡＩＩをインプリメントしているホ
ストベースドメイン内の各々のルータ（これらには、前述されているように、ドメイン内
の基地局も含まれる。なぜなら、基地局は、サブネットの有線部分へのインターフェース
として働くルータ機能を維持あるいはそれへのアクセスが可能であるからである。）に対
して適用可能である。ここで記述されるメッセージ処理手続きは、前述されているように
、現在のルータにおいて利用可能な処理及びメモリ機能を用いて実行される。ステップ４
１０では、ドメインルータが、まず、ハンドオフ経路設定メッセージを受信する。ルータ
は、メトリックフィールドをインクリメントする（ステップ４１２）。ステップ４１４に
おいては、ルータは経路設定メッセージが受信されたルータインターフェースを識別し、
変数Ｉｎｔｆ１をそのインターフェースに設定する。ステップ４１８では、ルータはモバ
イルデバイスのＩＰアドレスに対する既存のエントリがルーティングテーブル内に存在す
るか否かをチェックする。存在しない場合には、ステップ４２０においてルーティングテ
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ーブルエントリが入力され、これはモバイルデバイスのＩＰアドレスをＩｎｔｆ１（ステ
ップ４１４で識別されたルータインターフェース）にマッピングする。モバイルデバイス
のＩＰアドレスに対する既存のエントリが存在する場合には、ステップ４２２において、
ハンドオフ経路設定メッセージのシーケンスナンバーが既存のルータシーケンスナンバー
エントリと比較される。ハンドオフ経路設定メッセージ中のシーケンスナンバーが既存の
ルータシーケンスナンバーエントリより大きい場合には、ハンドオフ経路設定メッセージ
がルータにストアされているものよりもより新しい情報要素を含むことを意味しており、
ステップ４２４において、当該モバイルデバイスに係るルーティングテーブルエントリが
更新される。
【００５８】
ステップ４２６においては、ルータは、ハンドオフ経路設定メッセージのデスティネーシ
ョンアドレスフィールド中のアドレスがルータのアドレスに一致するか否かをチェックす
る。一致しない場合には、ルータは、当該ハンドオフ経路設定メッセージのデスティネー
ションＩＰアドレス（すなわち、旧基地局）に到達させる目的で、当該ハンドオフ経路設
定メッセージを転送すべき次のホップのルータを識別する（ステップ４２８）。一致する
場合には、当該ルータは旧基地局であって、当該ハンドオフ経路設定メッセージをさらに
転送する必要はない。ステップ４３０では、ハンドオフ経路設定メッセージの受信に係る
アクノレッジが新基地局宛に送出される。当該ハンドオフ経路設定メッセージを受信した
ルータが旧基地局であるか否かにかかわらず、当該ルータは次のハンドオフ経路設定メッ
セージを待機する（ステップ４３２）。新たな経路設定メッセージを受信すると、当該処
理はステップ４１０から再度開始される。
【００５９】
図１４は、本発明に従ったＨＡＷＡＩＩホストベースアーキテクチャを用いるドメイン例
における新－旧経路設定方式処理シーケンスを示している。“Ｉｎｔｆ”が、あるノード
が次のノードに接続される際に用いられるインターフェースあるいはポートを意味してい
ることに留意されたい。ドメインルートルータ３６０は、ドメインルートルータＩｎｔｆ
Ａを介してインターネット３６２にアクセスする。ドメインルートルータ３６０のＩｎｔ
ｆＢは、ルータＲ７のＩｎｔｆＡに接続されている。ドメインルートルータ３６０のＩｎ
ｔｆＣは、ルータＲ８のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ７のＩｎｔｆＢは、基地
局ＢＳ９のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ７のＩｎｔｆＣは、基地局ＢＳ１０の
ＩｎｔｆＡに接続されている。るーたＲ８のＩｎｔｆＢは、基地局ＢＳ１１のＩｎｔｆＡ
に接続されている。ルータＲ８のＩｎｔｆＣは、基地局ＢＳ１２のＩｎｔｆＡに接続され
ている。
【００６０】
モバイルデバイス１１４は、旧基地局ＢＳ９から新基地局ＢＳ１０へハンドオフする途中
として示されている。モバイルデバイス１１４はハンドオフ経路設定メッセージを生成し
、その情報要素フィールドは図９に関連して＾記述されているようにセットされている。
その後、モバイルデバイス１１４は、ハンドオフ経路設定メッセージを第一ホップ４５０
を介して基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＢ宛に送出する。
【００６１】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、基地局ＢＳ１０は情報要素メトリックフィ
ールドをインクリメントし、そのルーティングテーブルにモバイルデバイス１１４宛のル
ーティングエントリを追加する。モバイルデバイス宛のエントリは二つのフィールド、す
なわち、モバイルデバイスのＩＰアドレスとＢＳ１０がモバイルデバイス１１４宛に受信
したパケットがルーティングされるべき関連するインターフェース、より構成されている
。関連するインターフェースは、ハンドオフ経路設定メッセージげ受信されたインターフ
ェースと同一のもの（この場合は、ＢＳ１０の無線インターフェースであるＩｎｔｆＢ）
にセットされる。次に、ＢＳ１０は、デスティネーションＩＰアドレスフィールドへの伝
達を完遂する目的で、当該ハンドオフ経路設定メッセージを転送するべきルータを決定す
るために、旧基地局のＩＰアドレス（ＢＳ９のＩｎｔｆＡのアドレス）に関するルーティ
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ングテーブル検索を実行する。この実施例では、ＢＳ１０は、ハンドオフ経路設定メッセ
ージを転送すべき適切なルータがＲ７であることを決定する。このルータＲ７はクロスオ
ーバールータである。それゆえ、ＢＳ１０はハンドオフ経路設定メッセージを、第二ホッ
プ４５２でＢＳ１０のＩｎｔｆＡからＲ７のＩｎｔｆＣ宛にルーティングする。
【００６２】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ルータＲ７は情報要素メトリックフィール
ドをインクリメントし、基地局ＢＳ１０と同様の方式で、ルーティングテーブル内のモバ
イルデバイス１１４に係るルーティングエントリを更新する。それゆえ、ルータＲ７は、
モバイルデバイスのＩＰアドレスをハンドオフ経路設定メッセージを受信したインターフ
ェース（Ｒ７のＩｎｔｆＣ）と関連づける。その後、ルータＲ７は、ハンドオフ経路設定
メッセージを、第三ホップ４５４でＲ７のＩｎｔｆＢからＢＳ９のＩｎｔｆＡへと基地局
ＢＳ９（旧基地局）宛に転送する。ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、基地局
ＢＳ９は情報要素メトリックフィールドをインクリメントし、前述されているように、ル
ーティングテーブルのモバイルデバイス１１４に係るルーティングエントリを更新する。
それゆえ、基地局ＢＳ９は、モバイルデバイスのＩＰアドレスをハンドオフ経路設定メッ
セージを受信したインターフェース（ＩｎｔｆＡ）と関連づける。よって、その後に基地
局ＢＳ９にて処理される、デスティネーションアドレスフィールドにモバイルデバイスの
ＩＰアドレスを有するパケットは、モバイルデバイス１１４宛に伝送される目的で、基地
局ＢＳ１０へとリダイレクトされる。その後、基地局ＢＳ９は、モバイルデバイスのＩＰ
アドレスを経路内の各ルータにおけるインターフェースと関連づける目的で、ハンドオフ
経路設定メッセージによって設定されたルーティングテーブルエントリを用いて、アクノ
レッジ４５６をモバイルデバイス１１４宛に返送する。その後、インターネット３６２を
介してモバイルデバイス１１４への伝達目的で伝送されてきたパケットは、モバイルデバ
イスのＩＰアドレスのサブネット部分に基づいてドメインルートルータ３６０にルーティ
ングされ、ドメインルートルータ３６０はそのパケットをルータＲ７のＩｎｔｆＡへと転
送する（なぜなら、ドメインルートルータにおけるモバイルデバイスのＩＰアドレスは、
ハンドオフ経路設定メッセージによって変更されていないからである。）。その後、ルー
タＲ７は、モバイルデバイスのＩＰアドレスを有するパケットを、ルータＲ７のＩｎｔｆ
Ｃから、モバイルデバイスのＩＰアドレスに係る更新されたルーティングテーブルエント
リによって指示されるように、基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＡへとルーティングする。基地
局ＢＳ１０は、モバイルデバイスのＩＰアドレスを有するパケットを、基地局ＢＳ１０の
ＩｎｔｆＢ（ＢＳ１０の無線インターフェース）を介してモバイルデバイス１１４宛にル
ーティングする。以上より明らかなように、新及び旧基地局及びそれらを接続するルータ
のみが新－旧ハンドオフ経路設定メッセージの処理に関与していることに留意されたい。
ドメイン内の他のルータは、ドメインルートルータ３６０を指し示すデフォールトエント
リを有するのみであり、不変に保たれる。
【００６３】
既に紹介されているように、経路設定メッセージの情報要素にシーケンスナンバーフィー
ルドを含めることによって、モバイルデバイスがハンドオフする際の旧基地局とルータと
の間のパケットルーピングが防止される。この節では新－旧経路設定方式に関連して記述
されているが、シーケンスナンバーフィールドを用いることによって、本明細書で記述さ
れているあらゆる経路設定メッセージあるいは方式におけるルーピングが防止される。本
発明に係るホストベース基地局が、ドメインルートルータに対して周期的にリフレッシュ
経路設定メッセージを送信することを思い出されたい。図１４を参照して、ハンドオフ経
路設定メッセージが生成されてモバイルデバイスから送出され、当該ハンドオフ経路設定
メッセージが第二ホップ４５２まで完遂し、及び、ルータＲ７が当該ハンドオフ経路設定
メッセージの処理を完了したところである、と仮定する。さらに、周期的リフレッシュメ
ッセージが基地局ＢＳ９から送出されたところであると仮定する。基地局ＢＳ９には、モ
バイルデバイス１１４の基地局１０へのハンドオフは未だに通知されていない。なぜなら
、ハンドオフ経路設定メッセージを受信していないからである。リフレッシュ経路設定メ
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ッセージがルータＲ７において処理されるところである場合には、モバイルデバイス宛の
ルーティングテーブルエントリは、モバイルデバイスが、ＢＳ１０における現在の接続点
ではなく、依然として基地局ＢＳ９に接続されていることを表すようにリフレッシュされ
ることになる。ハンドオフ経路設定メッセージは、第三ホップ４５４の後に基地局ＢＳ９
に伝達され、ＢＳ９のルーティングテーブルが、モバイルデバイス１１４宛のパケットを
ルータＲ７にリダイレクトするように更新される。このシナリオにより、モバイルデバイ
スのＩＰアドレスをデスティネーションアドレスとして有するパケットが、次のリフレッ
シュ経路設定メッセージが開始されるまでの間、基地局ＢＳ９とルータＲ７との間でルー
プされることになる。
【００６４】
しかしながら、経路設定メッセージにシーケンスナンバーフィールドを含ませることによ
って、パケットルーピングは回避される。モバイルデバイスが起動する際、シーケンスナ
ンバーフィールドは０にセットされ、モバイルデバイスが起動した直後であって隣接する
基地局へハンドオフされていないことを表している。モバイルデバイスがハンドオフされ
るたびに、モバイルデバイスは情報要素と共に送出されるシーケンスナンバーをインクリ
メントする。それゆえ、リフレッシュ経路設定メッセージを開始する基地局は、ハンドオ
フ前の値（すなわち、その基地局に依然として接続されている間のシーケンスナンバーフ
ィールド値に対応する値）にセットされたシーケンスナンバーフィールドを有する情報要
素を送出する。新基地局へハンドオフされたモバイルデバイスは、１だけインクリメント
されたシーケンスナンバーフィールド値を有するハンドオフ経路設定メッセージを開始す
る。それゆえ、基地局ＢＳ９から送出されたルータＲ７に到達するリフレッシュ経路設定
メッセージは、モバイルデバイス１１４によって開始されたハンドオフ経路設定メッセー
ジのシーケンスナンバーフィールド値よりも小さいシーケンスナンバーフィールド値を有
することになる。ルータＲ７は、リフレッシュ経路設定メッセージがちょうど受信したハ
ンドオフ経路設定メッセージと同じ程度に新しくはない、ということを認識し、当該モバ
イルデバイスに対応するルーティングテーブルエントリを変更せずにリフレッシュ経路設
定メッセージを転送する。よって、パケットルーピング、及びそれがもたらす望ましくな
い結果、は回避される。
【００６５】
シーケンスナンバーフィールドは、起動経路設定メッセージが常に処理されることを保証
する目的で、起動の際に０にセットされる。このようにすることで、モバイルデバイス１
１４がそれ自体をリセットする場合（例えば、バッテリの故障の結果として）においても
パケット伝達が保証される。起動経路設定メッセージは、起動経路設定メッセージとして
のそのステータスを表示する目的で、０に等しいシーケンスナンバーフィールドを有する
ため、リフレッシュ経路設定メッセージは、最小１であるような値にセットされたシーケ
ンスナンバーフィールド値を有する。さらに、モバイルデバイスによって生成されたハン
ドオフ経路設定メッセージに係るシーケンスナンバーフィールド値は、各ハンドオフごと
に、巻き付けるように１ずつインクリメントされる。それゆえ、ハンドオフ経路設定メッ
セージは、２とそのフィールド値として取りうる最大シーケンス数との間の値を有するシ
ーケンスナンバーフィールド値を有している。
【００６６】
新－旧経路設定方式の利用は、モバイルデバイスのハンドオフの前及びその間に無線デバ
イスがコンカレントに新基地局及び旧基地局の双方にチューニングするような、ＣＤＭＡ
あるいは広帯域ＣＤＭＡネットワークなどの応用例に関して特に適している。ＴＤＭＡネ
ットワークと共に用いられる場合には、新－旧経路設定方式はパケットロスを生ずる可能
性がある。なぜなら、モバイルデバイスと旧基地局との間の無線リンクが、旧基地局がモ
バイルデバイス宛のパケットを受信するのと同時に切断される可能性があるからである。
ＣＤＭＡあるいは広帯域ＣＤＭＡネットワークと共に用いられる場合には、新－旧経路設
定方式は、パケットが新基地局あるいは旧基地局のいずれかからモバイルデバイス宛に伝
達されることを可能にする。
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【００６７】
例えば、基地局ＢＳ９から基地局ＢＳ１０へのハンドオフが発生すると仮定する。ＴＤＭ
Ａネットワークにおいては、ＢＳ１０がモバイルデバイスをピックアップする前に、ＢＳ
９がモバイルデバイスとのリンクを切断する。このことは、ハードハンドオフとして知ら
れている。このハンドオフに関しては、ハンドオフ経路設定メッセージが４５０、４５２
、４５４、４５６の順序で流される。しかしながら、経路設定メッセージが、モバイルデ
バイス１１４との間の設定済みのリンクの切断前に、ＢＳ９を通じた物理的無線リンクを
介して開始されると仮定する。よって、ＢＳ１０及びルータＲ７におけるルーティングテ
ーブルエントリは更新され、モバイルデバイス１１４宛の今後のパケットは基地局ＢＳ１
０へルーティングされる。それゆえ、経路設定メッセージの処理前にＲ７のインターフェ
ースＩｎｔｆＢを介してＢＳ９宛にルーティングされたパケットは、落とされることにな
る。なぜなら、ＢＳ９との間のハードハンドオフがその間に発生するからである。このこ
とは、ＣＤＭＡネットワークでは生じない。モバイルデバイスは、二つの基地局に同時に
チューニングして双方からパケットを受信することが可能であるため、ＢＳ９及びＢＳ１
０から送出されたパケットを受信する。
【００６８】
図１４は、クロスオーバールータＲ７が、旧基地局（ＢＳ９）と新基地局（ＢＳ１０）と
の間にサブネットドメインの有線部分を介して配置されている場合の新－旧通話設定方式
処理シーケンスを示している。しかしながら、基地局ＢＳ９と基地局ＢＳ１０とが互いに
中間ルータ無く直接有線接続されていたらどうなるであろうか？　図１４に従ったハンド
オフ経路設定メッセージの処理の後、モバイルデバイス１１４宛のパケットは、ドメイン
ルートルータ３６０から、ルータＲ７及び旧基地局ＢＳ９を介してルーティングされ、旧
基地局ＢＳ９から新基地局（ＢＳ１０）へと転送されてその後にモバイルデバイス宛に伝
達される。ルーティング費用がホップ数に基づくものであると仮定すると、このようにパ
ケットをルーティングすることは最適ルーティング経路ではない。なぜなら、ドメインル
ートルータ３６０からのモバイルデバイス宛のパケットは、クロスオーバールータＲ７か
ら基地局ＢＳ１０へ直接ルーティングされるのではなく、クロスオーバールータＲ７を介
してまず基地局ＢＳ９へルーティングされその後に基地局ＢＳ１０へルーティングされる
からである。
【００６９】
図１５は、旧基地局が新基地局に対して、中間に配置された中継ルータを用いることなく
直接有線接続されている場合の新－旧経路設定方式処理シーケンスの実施例を模式的に示
した図である。それゆえ、前述されたドメイン相互接続に加えて、基地局ＢＳ９のＩｎｔ
ｆＣが基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＣに接続されている。前述されているように、モバイル
デバイス１１４は、旧基地局ＢＳ９から新基地局ＢＳ１０へとハンドオフするところであ
る。モバイルデバイス１１４は、図９に関連して記述されたようにセットされた情報要素
フィールドを有するハンドオフ経路設定メッセージを生成する。その後、モバイルデバイ
ス１１４は、当該ハンドオフ経路設定メッセージを、第一ホップ４６０を介して基地局Ｂ
Ｓ１０のＩｎｔｆＢへと送出する。基地局ＢＳ１０は、モバイルデバイス１１４に対応す
るルーティングテーブルエントリを追加あるいは更新し、メトリックフィールドをインク
リメントして、当該ハンドオフ経路設定メッセージを第二ホップ４６２を介してＢＳ１０
のＩｎｔｆＣからＢＳ９のＩｎｔｆＣ宛に転送する。基地局ＢＳ９は、モバイルデバイス
１１４に対応するルーティングテーブルエントリを更新し、メトリックフィールドをイン
クリメントして、基地局ＢＳ９及びＢＳ１０内でハンドオフ経路設定メッセージによって
設定されたルーティングテーブルエントリを用いて、モバイルデバイス１１４宛にアクノ
レッジ４６４を返送する。
【００７０】
最適ではないルーティング経路の問題は、新基地局ＢＳ１０が次のリフレッシュ経路設定
メッセージを送出する際に修正される。リフレッシュ経路設定メッセージは、二つのホッ
プでドメインルートルータ宛に送出される。第一ホップ４６６は、ルータＲ７のＩｎｔｆ
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Ｃ宛のものであり、第二ホップ４６８はドメインルートルータ３６０宛のものである。ド
メインルートルータには何ら必要とされるルーティング変更は無いが、ルータＲ７におけ
るモバイルデバイスに係るルーティングテーブルエントリをリフレッシュする目的でリフ
レッシュ経路設定メッセージが用いられる。リフレッシュ経路設定メッセージを処理した
後、ルータＲ７はモバイルデバイスのＩＰアドレスを、リフレッシュ経路設定メッセージ
を受信したインターフェースであるＩｎｔｆＣと関連づける。その後、モバイルデバイス
宛の全てのパケットはルータＲ７のＩｎｔｆＣを介して基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＡ宛に
ルーティングされ、ルーティング経路が最適化される。
【００７１】
図１５を参照して、基地局ＢＳ１０とルータＲ７との間のリンクでリンク故障が発生した
場合のシナリオを考える。基地局ＢＳ１０から発せられる次のリフレッシュ経路設定メッ
セージは、基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＣから基地局ＢＳ９のＩｎｔｆＣ宛に、次いで基地
局ＢＳ９のＩｎｔｆＡからルータＲ７のＩｎｔｆＢ宛に、さらに、ルータＲ７のＩｎｔｆ
Ａからドメインルートルータ３６０宛にそれぞれ送出される。サブネットのルーティング
プロトコルがリンク故障を検出し、自動的に代替ルートを基地局ＢＳ１０からドメインル
ートルータ３６０への次善のルートに係るゲートウェイとして選択するため、この新たな
ルーティング経路が用いられる。前述された場合と同様、リフレッシュ経路設定メッセー
ジが、このメッセージを受信する各々のルータにおけるモバイルデバイスに係るルーティ
ングテーブルエントリを更新し、モバイルデバイス１１４宛の新たなパケット伝達経路を
設定する。
【００７２】
本発明に係る興味深い実施例は新－旧経路設定方式の変形であり、“旧－新”経路設定方
式と呼称される。旧－新経路設定方式は新－旧経路設定方式と同様であるが、二つの主要
な違いが存在する。第一に、ハンドオフ経路設定メッセージが、モバイルデバイスによっ
て、新基地局宛ではなく旧基地局宛に送出される。その後、旧基地局は当該ハンドオフ経
路設定メッセージを新基地局及び中間ルータを介してモバイルデバイス宛に返送し、モバ
イルデバイスに対応するルーティングテーブルエントリを各々のルータあるいは基地局に
おいて更新する。第二に、メトリックフィールドが、旧基地局において、新基地局に対応
するルーティングテーブルエントリに係るメトリックフィールド値よりも１だけ大きい値
に設定され、モバイルデバイスへ返送されるハンドオフ経路設定メッセージの各々のホッ
プごとにデクリメントされる。
【００７３】
新－旧－新経路設定方式
図１６及び１７は、本発明に従って、新－旧－新ハンドオフ経路設定メッセージを処理す
るドメインルータによって用いられるプログラム例を示す流れ図である。前述されている
ように、ハンドオフ経路設定メッセージはモバイルデバイスによって開始されて送出され
、新基地局におけるモバイルデバイスの新たな接続点を反映させる目的でドメインルータ
におけるルーティングテーブルエントリを更新する。新－旧－新ハンドオフ経路設定メッ
セージは、まず、（図１６に示されているフェーズ１において）新基地局から旧基地局へ
と経路設定メッセージを転送し、（図１７に示されているフェーズ２において）旧基地局
から新基地局へと経路設定メッセージを転送する。ここで例示・記述される方法は、本発
明の実施例に従ってＨＡＷＡＩＩをインプリメントしているホストベースドメイン内の各
々のルータ（これらには、前述されているように、ドメイン内の基地局も含まれる。なぜ
なら、基地局は、サブネットの有線部分へのインターフェースとして働くルータ機能を維
持あるいはそれへのアクセスが可能であるからである。）に対して適用可能である。ここ
で記述されるメッセージ処理手続きは、前述されているように、現在のルータにおいて利
用可能な処理及びメモリ機能を用いて実行される。
【００７４】
新－旧－新ハンドオフ経路設定方式は、前述された新－旧経路設定方式や旧－新経路設定
方式よりも複雑である。新－旧－新ハンドオフ経路設定方式は、修正されたルーティング
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テーブル構造を利用する。標準的なルーティングテーブルエントリは、（前述されている
ように）ルーティング経路を決定するために二つのフィールドを利用し、あるＩＰアドレ
スを、そのＩＰアドレスをデスティネーションアドレスとして有するパケットが転送され
るルータインターフェースに関連づける。ルーティングテーブル構造は、新－旧－新ハン
ドオフ経路設定方式をインプリメントする際には、三つのフィールドを含むように修正さ
れる。ＩＰパケットが転送されるルータインターフェースは、デスティネーションＩＰア
ドレスの他にパケットが受信されるルータインターフェースの関数として決定される。そ
れゆえ、同一のデスティネーションＩＰアドレスを有するパケットを、どの着信ルータイ
ンターフェースを介してそのパケットが受信されたかに依存して、相異なったインターフ
ェースを介してルーティングすることが可能である。従って、強化されたルーティングテ
ーブルエントリは、（［着信Ｉｎｔｆ、ＩＰアドレス］→発信Ｉｎｔｆ）という形式を有
している。しかしながら、ルータのインターフェースポートに係る転送テーブルの形式は
同一のままであることも可能である。
【００７５】
図１６を参照して、ステップ４８０においては、ドメインルータが、まず、新－旧－新フ
ェーズ１ハンドオフ経路設定メッセージを受信する。フェーズ１メッセージというステー
タスは、当該メッセージが、モバイルデバイスから旧基地局への経路（すなわち、メッセ
ージ経路の新－旧脚）内のルータにおいて処理されつつあることを表している。ルータは
メトリックフィールドをインクリメントする（ステップ４８２）。ステップ４８４におい
ては、ルータがその経路設定メッセージを受信したルータインターフェースを識別し、変
数Ｉｎｔｆ１をそのインターフェースに対応するようにセットする。ステップ４８６では
、ルータは、その経路設定メッセージ内のデスティネーションアドレスとルータ自体のア
ドレスとが等しいか否かをチェックする。ルータアドレスがデスティネーションアドレス
である場合には（そのルータが実際に旧基地局であることを表しており）、ステップ４８
８が実行される。
【００７６】
ステップ４８８においては、フェーズ１ハンドオフ経路設定メッセージが旧基地局によっ
て受信されると、（［＊、モバイルデバイスアドレス］→Ｉｎｔｆ１）という形態を有す
るルーティングテーブルエントリが生成される。この表記は、ルータ（この場合には旧基
地局）に到達するパケットが、それがどの着信インターフェースを介して受信されたかに
かかわらず、ステップ４８４において識別された発信インターフェース（Ｉｎｔｆ１）を
介してルーティングされることを意味している。ステップ４９０では、Ｉｎｔｆ１に接続
された次のホップのルータが識別され、フェーズ２経路設定メッセージのデスティネーシ
ョンＩＰアドレスがモバイルデバイスのＩＰアドレスにセットされ、フェーズ２経路設定
メッセージが出力される。その後、ルータは、次のフェーズ１経路設定メッセージを待機
する（ステップ５０４）。
【００７７】
しかしながら、ステップ４８６において実行されたチェックの結果が、メッセージを受信
したルータがそのメッセージのデスティネーションＩＰアドレスフィールドにおいて示さ
れたルータではないことを表している場合には、ステップ４９２が実行される。ステップ
４９２では、ルータは、その経路設定メッセージが転送される際に用いられるべきルータ
インターフェースを識別し、このインターフェースを変数Ｉｎｔｆ２で表す。この決定は
、経路設定メッセージのデスティネーションアドレスフィールドに基づいており、これは
旧基地局のＩＰアドレスである。ステップ４９４においては、ルータは、モバイルデバイ
スのＩＰアドレスに係るルーティングテーブルエントリが存在するか否かをチェックする
。モバイルデバイスのＩＰアドレスに対するルーティングテーブルエントリが存在しない
場合には、ステップ４９６において、モバイルデバイスのＩＰアドレスに対するルーティ
ングテーブルエントリが生成される。このエントリは、（［＊、モバイルデバイスアドレ
ス］→Ｉｎｔｆ１）という形式を有しており、ルータに到達した、モバイルデバイスに対
応するデスティネーションＩＰアドレスを有するパケットが、どのインターフェースを介
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して受信されたかにかかわらず、Ｉｎｔｆ１を介してルーティングされることを意味して
いる。その後、経路設定メッセージがＩｎｔｆ２を用いて次のホップのルータ宛に転送さ
れる。
【００７８】
ステップ４９４で、モバイルデバイスのＩＰアドレスに対応するルーティングテーブルエ
ントリが存在すると決定された場合には、ステップ４９８が実行される。ステップ４９８
においては、ハンドオフ経路設定メッセージのシーケンスナンバーがルータ内に存在する
シーケンスナンバーエントリと比較される。経路設定メッセージのシーケンスナンバーが
ルータ内に存在するシーケンスナンバーエントリ以下である場合には、ハンドオフ経路設
定メッセージはルータにおいてストアされている情報要素フィールド値と同じかより古い
ものであることを意味しており、その経路設定メッセージは、それ以上そのルータにおい
ては処理されない。その代わりにステップ５０２が実行され、その経路設定メッセージが
Ｉｎｔｆ２を用いて次のホップのルータ宛に転送される。
【００７９】
しかしながら、ハンドオフ経路設定メッセージ中のシーケンスナンバーが既存のルータシ
ーケンスナンバーエントリよりも大きい場合には、ハンドオフ経路設定メッセージがルー
タにストアされているものよりもより新しい情報要素フィールドを有していることを表し
ており、ステップ５００が実行される。（［Ｉｎｔｆ２、モバイルデバイスアドレス］→
Ｉｎｔｆ１）という形式のルーティングテーブルエントリが追加される。このエントリは
、既存のエントリを置換するのではなく、追加されることが重要である。既存のエントリ
は、（［～Ｉｎｔｆ２、モバイルデバイスアドレス］→ＩｎｔｆＸ）という形式に更新さ
れる。これら二つのエントリはルーティングテーブル内に同時に存在し、以下の効果を有
する。このルータにおいてＩｎｔｆ２から受信され、モバイルデバイスのＩＰアドレスを
デスティネーションアドレスとして有するパケットはＩｎｔｆ１を介して転送され、一方
、このルータにおいてＩｎｔｆ２以外のインターフェースから受信され、モバイルデバイ
スのＩＰアドレスをデスティネーションアドレスとして有するパケットはＩｎｔｆＸ（ス
テップ４９４において、存在すると決定されたエントリに係るインターフェース）を介し
て転送される。ステップ５０２においては、このハンドオフ経路設定メッセージが、Ｉｎ
ｔｆ２を用いて次のホップのルータ宛に転送される。その後、ルータは次のフェーズ１メ
ッセージの受信を待機する（ステップ５０４）。
【００８０】
図１７を参照すると、ステップ５２０においては、ドメインルータは、まず、新－旧－新
フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセージを受信する。フェーズ２メッセージというステ
ータスは、そのメッセージが、旧基地局からモバイルデバイスへ返送される経路（すなわ
ち、メッセージ経路の旧－新脚）内に存在するルータによって処理されつつあることを意
味している。ステップ５２２では、ルータはメトリックフィールドをデクリメントする。
なぜなら、フェーズ２ホップごとに１ホップ分ずつモバイルデバイスにより近くなるから
である。ステップ５２４においては、ルータは当該経路設定メッセージを受信したインタ
ーフェースを識別し、変数Ｉｎｔｆ１をそのインターフェースに対応する値にセットする
。ステップ５２６では、ルータは、（［Ｉｎｔｆ１、モバイルデバイスアドレス］→Ｉｎ
ｔｆＸ）という形式のルーティングテーブルエントリが存在するか否かをチェックする。
すなわち、ルータプロセッサは、パケットがＩｎｔｆ１から受信されてモバイルデバイス
のＩＰアドレスをデスティネーションアドレスとして有する場合に、その受信されたパケ
ットを規定されたインターフェース（ＩｎｔｆＸ）から転送するルーティングテーブルエ
ントリが存在するか否かをチェックする。そのようなエントリが存在しない場合には、ス
テップ５３２において、どのインターフェースからその経路設定メッセージが受信された
かにかかわらず、経路設定メッセージ内に含まれるデスティネーションＩＰアドレスのみ
によって決定された次のホップに当該経路設定メッセージを転送する。しかしながら、ス
テップ５２６によって実行された検索の結果、（［Ｉｎｔｆ１、モバイルデバイスアドレ
ス］→ＩｎｔｆＸ）という形式のエントリが存在することが明らかになった場合には、ス

10

20

30

40

50

(26) JP 3573265 B2 2004.10.6



テップ５２８が実行される。
【００８１】
ステップ５２８においては、当該ハンドオフ経路設定メッセージのシーケンスナンバーが
既存のルータシーケンスナンバーエントリと比較される。当該ハンドオフ経路設定メッセ
ージのシーケンスナンバーが既存のルータシーケンスナンバーエントリ以下である場合に
は、当該ハンドオフ経路設定メッセージがルータにストアされているものよりも新しくは
ない情報要素フィールド値を有することを意味しており、当該経路設定メッセージはその
ルータにおいてさらに処理されることはない。その代わりに、ステップ５３２が実行され
、当該ハンドオフ経路設定メッセージがＩｎｔｆＸを介して次のホップのルータ宛に転送
される。
【００８２】
しかしながら、当該ハンドオフ経路設定メッセージのシーケンスナンバーが既存のルータ
シーケンスナンバーエントリより大きい場合には、当該ハンドオフ経路設定メッセージが
ルータにストアされているものよりもより新しい情報要素フィールドを有することを意味
しており、ステップ５３０が実行される。そのルータにおけるルーティングテーブルエン
トリが更新され、モバイルデバイスのＩＰアドレスをデスティネーションアドレスフィー
ルドに有する全てのエントリが、（［＊、モバイルデバイスアドレス］→ＩｎｔｆＸ）の
形式に修正される。すなわち、モバイルデバイスのＩＰアドレスを有するエントリが修正
され、いずれのインターフェースから受信されたかにかかわらず、モバイルデバイスのＩ
Ｐアドレスを有するそれ以降のパケットが、この時点の修正前に存在していたエントリに
おいて規定されたインターフェースへ転送されるようになる。ステップ５３２においては
、当該ハンドオフ経路設定メッセージがＩｎｔｆＸを介して次のホップのルータ宛に転送
される。その後、どのような経路からステップ５３２に到達した場合であろうとも、ルー
タは次の新－旧－新フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセージが受信されるのを待機する
。受信されると、処理はステップ５２０から新たに再開される。
【００８３】
図１７は、本発明に従ったＨＡＷＡＩＩホストベースアーキテクチャを用いるドメイン例
における新－旧－新経路設定方式処理シーケンスを示している。“Ｉｎｔｆ”は、あるノ
ードが次のノードに接続される際のインターフェースあるいはポートを示している。ドメ
インルートルータ３６０は、ドメインルートルータのＩｎｔｆＡを介してインターネット
３６２にアクセスする。ドメインルートルータ３６０のＩｎｔｆＢは、ルータＲ７のＩｎ
ｔｆＡに接続されている。ドメインルートルータ３６０のＩｎｔｆＣは、ルータＲ８のＩ
ｎｔｆＡに接続されている。ルータＲ７のＩｎｔｆＢは、基地局ＢＳ９のＩｎｔｆＡに接
続されている。ルータＲ７のＩｎｔｆＣは、基地局ＢＳ１０のＩｎｔｆＡに接続されてい
る。ルータＲ８のＩｎｔｆＢは、基地局ＢＳ１１のＩｎｔｆＡに接続されている。ルータ
Ｒ８のＩｎｔｆＣは、基地局ＢＳ１２のＩｎｔｆＡに接続されている。
【００８４】
モバイルデバイス１１４は、旧基地局ＢＳ９から新基地局ＢＳ１１へのハンドオフの途中
として示されている。モバイルデバイス１１４は、その情報要素フィールドが図９に関連
して記述されているようにセットされた新－旧－新フェーズ１ハンドオフ経路設定メッセ
ージを生成する。モバイルデバイス１１４は、当該ハンドオフ経路設定メッセージを第一
ホップ５５０を介して基地局ＢＳ１１のＩｎｔｆＢ宛に送出する。
【００８５】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、基地局ＢＳ１１は情報要素メトリックフィ
ールドをインクリメントし、モバイルデバイス１１４のＩＰアドレスに対応するルーティ
ングテーブルエントリを生成する。前述されているように、モバイルデバイスに対するエ
ントリは、着信インターフェース、モバイルデバイスのＩＰアドレス、及び関連して決定
された、基地局ＢＳ１１によって受信されたモバイルデバイス１１４宛のパケットがルー
ティングされる発信インターフェース、という三つのフィールドを有する強化されたエン
トリである。当該ハンドオフ経路設定メッセージを受信する前には、基地局ＢＳ１１は、
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（［＊、デフォールト］→ＢＳ１１のＩｎｔｆＡ）という形式のデフォールトエントリを
維持している。当該ハンドオフ経路設定メッセージの処理の後には、基地局ＢＳ１１は、
（［＊、モバイルデバイスアドレス］→ＢＳ１１のＩｎｔｆＢ）という形式のエントリを
生成する。すなわち、関連づけられる発信インターフェースは、当該ハンドオフ経路設定
メッセージが受信されたものと同一のインターフェース（この例の場合には、無線インタ
ーフェースであるＢＳ１１のＩｎｔｆＢ）にセットされる。次に、ＢＳ１１は、デスティ
ネーションＩＰアドレスフィールドに示されたアドレスへの伝達を完了する目的で、当該
ハンドオフ経路設定メッセージを送出すべき転送先のルータを決定するために、旧基地局
のＩＰアドレス（ＢＳ９アドレス）に関するルーティングテーブル検索を実行する。この
例では、ＢＳ１１は、当該ハンドオフ経路設定メッセージを転送すべき適切なルータはル
ータＲ８であると決定する。それゆえ、ＢＳ１１は、当該ハンドオフ経路設定メッセージ
を第二ホップ５５２においてＢＳ１１のＩｎｔｆＡからＲ８のＩｎｔｆＢへとルーティン
グする。
【００８６】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ルータＲ８は情報要素メトリックフィール
ドをインクリメントし、モバイルデバイス１１４に対応するルーティングテーブルエント
リを生成する。当該ハンドオフ経路設定メッセージを受信して処理する前には、ルータＲ
８は、（［＊、デフォールト］→Ｒ８のＩｎｔｆＡ）というデフォールトエントリを維持
していた。当該ハンドオフ経路設定メッセージを処理した後には、ルータＲ８は、（［＊
、モバイルデバイスアドレス］→Ｒ８のＩｎｔｆＢ）という形式のエントリを生成する。
すなわち、ＩＰヘッダデスティネーションアドレスとしてモバイルデバイスのアドレスを
有するパケットに関しては、どの着信インターフェースで受信されたかにかかわらず、関
連する発信インターフェースとして用いられるのは当該ハンドオフ経路設定メッセージが
受信されたものと同一のインターフェース（Ｒ８のＩｎｔｆＢ）である。ルータＲ８は、
デスティネーションＩＰアドレスフィールドに含まれたアドレスへの伝達を完遂する目的
で、当該ハンドオフ経路設定メッセージの転送先のルータを決定するために、旧基地局の
ＩＰアドレス（ＢＳ９のアドレス）に関するルーティングテーブル検索を実行する。この
例では、ルータ８は、当該ハンドオフ経路設定メッセージを転送すべき適切なルータがド
メインルートルータ３６０であることを決定する。それゆえ、ルータＲ８は、ハンドオフ
経路設定メッセージを第三ホップ５５４でルータＲ８のＩｎｔｆＡからドメインルートル
ータのＩｎｔｆＣ宛に転送する。
【００８７】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ドメインルートルータ３６０は情報要素メ
トリックフィールドをインクリメントし、モバイルデバイス１１４に対応するルーティン
グテーブルエントリを追加する。当該ハンドオフ経路設定メッセージを受信して処理する
前には、ドメインルートルータ３６０は、基地局ＢＳ９を介したモバイルデバイス宛のパ
ケットの伝達に係るルーティングテーブルエントリを（［＊、モバイルデバイスアドレス
］→ＤＲＲのＩｎｔｆＢ）という形で維持していた。これは、それ以前の経路設定メッセ
ージによって設定されたものである。このエントリは、パケットが受信されたインターフ
ェースにかかわらず、モバイルデバイスのＩＰアドレスをＩＰヘッダデスティネーション
アドレスとして有するパケットは、ドメインルートルータ３６０からＤＲＲのＩｎｔｆＢ
を介してルーティングされる、ということを規定していた。当該ハンドオフ経路設定メッ
セージを処理した後、ドメインルートルータ３６０は既存のルーティングテーブルエント
リを（［～ＤＲＲのＩｎｔｆＢ、モバイルデバイスアドレス］→ＤＲＲのＩｎｔｆＢ）と
いう形式に修正し、（［ＤＲＲのＩｎｔｆＢ、モバイルデバイスアドレス］→ＤＲＲのＩ
ｎｔｆＣ）という形式のエントリを付加する。それゆえ、モバイルデバイスをデスティネ
ーションＩＰアドレスとして有するパケットは、その後にドメインルートルータ３６０に
おいて受信されると、どのインターフェースからそのパケットが受信されたかに依存して
、二つのうちのいずれかのインターフェースを介して転送される。パケットが着信インタ
ーフェースＤＲＲのＩｎｔｆＢから受信されると、当該パケットはＤＲＲのＩｎｔｆＣを
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介してルータＲ８へと転送され、最終的に基地局ＢＳ１１を介して、接続されているモバ
イルデバイスにと転送される。しかしながら、パケットがＤＲＲのＩｎｔｆＢ以外の着信
インターフェースを介して受信された場合には、そのパケットはＤＲＲのＩｎｔｆＢを介
して転送される。処理の後、当該ハンドオフ経路設定メッセージは、第四ホップ５５６で
ＤＲＲのＩｎｔｆＢからルータＲ７のＩｎｔｆＡへと転送される。
【００８８】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ルータＲ７は情報要素メトリックフィール
ドをインクリメントして、モバイルデバイス１１４のＩＰアドレスに対応するルーティン
グテーブルエントリを更新する。当該ハンドオフ経路設定メッセージを受信して処理する
前は、ルータＲ７は、基地局ＢＳ９を介したモバイルデバイス宛のパケットの伝達に係る
ルーティングテーブルエントリを（［＊、モバイルデバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆ
Ｂ）という形式で維持していた。これは、パケットが受信されたインターフェースにかか
わらず、モバイルデバイスのＩＰアドレスをＩＰヘッダデスティネーションアドレスとし
て含むパケットは、ルータＲ７のＩｎｔｆＢを介してルータＲ７から基地局ＢＳ９宛に転
送される、ということを規定していた。当該ハンドオフ経路設定メッセージを処理した後
、ルータＲ７は既存のルーティングテーブルエントリを（［～Ｒ７のＩｎｔｆＢ、モバイ
ルデバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆＢ）の形に修正し、（［Ｒ７のＩｎｔｆＢ、モバ
イルデバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆＡ）の形のエントリを付加する。それゆえ、そ
の後にルータＲ７によって受信される、モバイルデバイスをデスティネーションＩＰアド
レスとして有するパケットは、どのインターフェースから受信されたかに依存して、二つ
のインターフェースのうちの一方を介して転送される。パケットが着信インターフェース
Ｒ７のＩｎｔｆＢから受信された場合には、当該パケットはＲ７のＩｎｔｆＡを介してド
メインルートルータ３６０宛に転送され、最終的に基地局ＢＳ１１を介して、接続されて
いるモバイルデバイス宛に転送される。しかしながら、パケットがＲ７のＩｎｔｆＢ以外
の着信インターフェースから受信される場合には、パケットはＲ７のＩｎｔｆＢを介して
転送される。処理の後、当該ハンドオフ経路設定メッセージは第五ホップを介してルータ
Ｒ７のＩｎｔｆＢから基地局ＢＳ９のＩｎｔｆＡへと転送される。
【００８９】
ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、基地局ＢＳ９は情報要素メトリックフィー
ルドをインクリメントして、モバイルデバイス１１４のＩＰアドレスに対応するルーティ
ングテーブルエントリを更新する。当該ハンドオフ経路設定メッセージを受信して処理す
る前は、旧基地局（ＢＳ９）は、モバイルデバイス宛のパケットの伝達に係るルーティン
グテーブルエントリを（［＊、モバイルデバイスアドレス］→ＢＳ９のＩｎｔｆＢ）とい
う形式で維持していた。これは、パケットが受信されたインターフェースにかかわらず、
モバイルデバイスのＩＰアドレスをＩＰヘッダデスティネーションアドレスとして含むパ
ケットは、基地局ＢＳ９からモバイルデバイス宛に発信インターフェースＢＳ９のＩｎｔ
ｆＢを介して転送される、ということを規定していた。当該ハンドオフ経路設定メッセー
ジの処理の後、基地局ＢＳ９は、モバイルデバイスのアドレスに対応するルーティングテ
ーブルエントリを（［＊、モバイルデバイスアドレス］→ＢＳ９のＩｎｔｆＡ）という形
に更新する。それゆえ、その後にＢＳ９において受信される、モバイルデバイスのアドレ
スをパケットヘッダデスティネーションＩＰアドレスとして有するパケットは、どのイン
ターフェースを介して受信されたかにかかわらず、旧基地局からＢＳ９のＩｎｔｆＡを介
して転送される（よって、当該ドメインの有線部分を介してＢＳ１１への伝達のためにパ
ケットがリダイレクトされ、さらにＢＳ１１の無線インターフェースを介してモバイルデ
バイスへ伝送される）。新－旧－新ハンドオフ経路設定方式のフェーズ１部分の処理は、
モバイルデバイスのＩＰアドレスに対応するよう当該ハンドオフ経路設定メッセージの情
報要素フィールドのデスティネーションアドレスを変更することによって完了する。変更
されたメッセージは、そのステップで、新－旧－新フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセ
ージと見なされる。新－旧－新フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセージは、第六ホップ
５６０を介して、ＢＳ９のＩｎｔｆＡからルータＲ７のＩｎｔｆＢへと転送される。
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【００９０】
新－旧－新フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ルータＲ７は情報要
素メトリックフィールドをデクリメントし、モバイルデバイス１１４のＩＰアドレスに対
応するルーティングテーブルエントリを更新する。このハンドオフ経路設定メッセージを
受信して処理する前には、モバイルデバイス宛のパケットの伝達に関しては、二つのルー
ティングテーブルエントリが生成されて維持されていた。第一エントリは、（［～Ｒ７の
ＩｎｔｆＢ、モバイルデバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆＢ）という形式を有し、第二
エントリは（［Ｒ７のＩｎｔｆＢ、モバイルデバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆＡ）と
いう形式を有していた。このハンドオフ経路設定メッセージの処理の後には、ルータＲ７
はモバイルデバイスのＩＰアドレスに対応する二つの既存のエントリを（［＊、モバイル
デバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆＡ）という形式を有する単一のエントリで置換する
。それゆえ、ルータＲ７は、モバイルデバイスアドレスをＩＰヘッダデスティネーション
アドレスとして有する全てのパケットを、いずれのインターフェースから受信したかにか
かわらず、発信インターフェースＲ７のＩｎｔｆＡを介して転送する。処理の後、当該ハ
ンドオフ経路設定メッセージは、第七ホップ５６２でルータＲ７のＩｎｔｆＡからドメイ
ンルートルータ３６０宛に転送される。
【００９１】
新－旧－新フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ドメインルートルー
タ３６０７は情報要素メトリックフィールドをデクリメントし、モバイルデバイス１１４
のＩＰアドレスに対応するルーティングテーブルエントリを更新する。このハンドオフ経
路設定メッセージを受信して処理する前には、モバイルデバイス宛のパケットの伝達に関
しては、二つのルーティングテーブルエントリが生成されて維持されていた。第一エント
リは、（［～ＤＲＲのＩｎｔｆＢ、モバイルデバイスアドレス］→Ｒ７のＩｎｔｆＢ）と
いう形式を有し、第二エントリは（［ＤＲＲのＩｎｔｆＢ、モバイルデバイスアドレス］
→Ｒ７のＩｎｔｆＣ）という形式を有していた。このハンドオフ経路設定メッセージの処
理の後には、ドメインルートルータ３６０はモバイルデバイスのＩＰアドレスに対応する
二つの既存のエントリを（［＊、モバイルデバイスアドレス］→ＤＲＲのＩｎｔｆＣ）と
いう形式を有する単一のエントリで置換する。それゆえ、ドメインルートルータ３６０は
、モバイルデバイスアドレスをＩＰヘッダデスティネーションアドレスとして有する全て
のパケットを、いずれのインターフェースから受信したかにかかわらず、発信インターフ
ェースＤＲＲのＩｎｔｆＣを介して転送する。処理の後、当該ハンドオフ経路設定メッセ
ージは、第八ホップ５６４でドメインルートルータ３６０のインターフェースＤＲＲのＩ
ｎｔｆＣからルータＲ８の着信インターフェースＲ８のＩｎｔｆＡ宛に転送される。
【００９２】
新－旧－新ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、ルータＲ８は情報要素メトリッ
クフィールドをデクリメントする。モバイルデバイスに係るルーティングテーブルエント
リは更新を必要としない。なぜなら、それは単一のものであって（パケット転送に用いら
れる発信インターフェースはＩＰヘッダのデスティネーションアドレスのみに依存してお
り、パケットが受信されるインターフェースには依存していない）、モバイルデバイス宛
にルーティングされるべきパケットが受信されるインターフェースを正確に反映している
からである。当該ハンドオフ経路設定メッセージは、第九ホップ５６６でルータＲ８のＩ
ｎｔｆＢから基地局ＢＳ１１のＩｎｔｆＡ宛に転送される。
【００９３】
新－旧－新ハンドオフ経路設定メッセージを受信すると、新基地局（ＢＳ１１）は情報要
素メトリックフィールドをデクリメントする。モバイルデバイスに係るルーティングテー
ブルエントリは更新を必要としない。なぜなら、それは単一のものであって（パケット転
送に用いられる発信インターフェースはＩＰヘッダのデスティネーションアドレスのみに
依存しており、パケットが受信されるインターフェースには依存していない）、モバイル
デバイス宛にルーティングされるべきパケットが受信されるインターフェースを正確に反
映しているからである。当該ハンドオフ経路設定メッセージは、第十ホップ５６８で基地
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局ＢＳ１１のＩｎｔｆＢからモバイルデバイス宛に転送される。返送されてきたハンドオ
フ経路設定メッセージの受信は、ドメイン有線ルーティング更新手続きが満足に完了した
ことを表している。
【００９４】
新－旧－新ハンドオフ経路設定方式の使用は、ＴＤＭＡ装置を用いる場合などのように、
無線デバイスが一度に一つの基地局のみにしかチューニングできないようなアプリケーシ
ョンに特に適している。ＴＤＭＡネットワーク内では、ソフトハンドオフという概念が存
在しない（なぜなら、モバイルデバイスが旧基地局と新基地局の双方に対してチューニン
グすることが無いからである。）。むしろ、ＴＤＭＡモバイルデバイスは、旧基地局に対
してチューニングしており、新基地局に近づくにつれて、旧基地局との間の旧リンクを切
断すると同時に新基地局との間の新リンクを設定する。新－旧方式では、旧リンクが切断
されつつあり、かつ新リンクの設定前の期間にパケットが旧基地局宛に転送される可能性
がある。それゆえ、新－旧方式や旧－新方式を用いると、パケットロスが発生する可能性
がある。しかしながら、新－旧－新ハンドオフ経路設定方式は、旧リンクが切断されつつ
ある間に旧基地局宛に転送されたパケットが新基地局宛に転送されることが保証される。
それゆえ、ハンドオフの間のパケットロスの危険性は最小化されている。
【００９５】
図１９は、メモリ５８８内にインプリメントされたルーティングテーブル５９０を有する
ルータの実施例を模式的に示す図である。ルータは、前のノードからパケットを受信する
ための複数個の入力ポート（すなわちインターフェース）５８２及び次のホップへパケッ
トを送出するための複数個の出力ポート（すなわちインターフェース）５８４を有してい
る。これらのインターフェースが双方向であることも可能である。すなわち、インターフ
ェースは、入力及び出力インターフェースの双方として機能することも可能である。さら
に、ルータ５８０は、プロセッサ５８６及びメモリ５８８を有している。ルータに存在す
る処理及びメモリ資源のために、転送アルゴリズムのインプリメンテーション、キュー、
シグナリング、メッセージング、ルーティングテーブル５９０のインプリメンテーション
、さらには他の標準的及び補足的なルータ機能及びサービス等のルータ機能やサービスの
実現が可能になる。図１９に示されたルータ５８０は、ルータメモリ５８８の資源を用い
てインプリメントされたルーティングテーブル５９０を有している。ルーティングテーブ
ル５９０は、ルーティングテーブル５９０に係る要素フィールドの蓄積用に割り当てられ
た、ルータメモリ５８８の分割された部分にストアされている複数個のルーティングエン
トリを有している。ルータプロセッサ５８６は、ルーティングエントリの初期値を決定し
、かつ、これらの値をストアし、更新し、かつアクセスする目的でのルータメモリ５８８
とのインターフェースとして機能するように用いられる。
【００９６】
前述された経路設定方式は、ルーティング情報プロトコルバージョン２（ＲＩＰｖ２）を
修正して拡張することによってインプリメントされた。以下に記述されるのは、ＲＩＰｖ
２を用いて新－旧経路設定方式をモデル化するために用いられた方法例である。他の経路
設定方式のインプリメンテーションも同様に実行される。ノードにおける処理は以下のよ
うに行なわれる。通常のＲＩＰｖ２更新メッセージは、ＡＦ＿ＩＮＥＴというファミリー
フィールド識別子を有している。本発明の一実施例においては、ルーティング更新メッセ
ージと識別する目的でＡＦ＿ＭＯＢＩＮＥＴというファミリー識別子を有するＨＡＷＡＩ
Ｉ経路設定メッセージが用いられる。種々の経路設定メッセージのうち、リフレッシュ経
路設定メッセージはＲＩＰＣＭＤ＿ＲＥＳＰＯＮＳＥというコマンドフィールドを用いて
インプリメントされるが、更新経路設定メッセージはＲＩＰＣＭＤ＿ＲＥＳＰＯＮＳＥ．
ＡＣＫというコマンドフィールドを用いてインプリメントされる。
【００９７】
ルーティングデーモンは、ＡＦ＿ＭＯＢＩＮＥＴというファミリー識別子を有するＲＩＰ
メッセージを受信すると、メトリックフィールドをインクリメントし、（モバイルデバイ
スのＩＰアドレス→メッセージが受信されたインターフェース）という形式のエントリを
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追加する。ルーティングデーモンがモバイルデバイスに対応するエントリを既に有してい
る場合には、メッセージに係るシーケンスナンバーが０かあるいは当該モバイルデバイス
に対応する既存のエントリのシーケンスナンバーよりも大きければ、当該既存のエントリ
が更新される。その後、ルーティングデーモンは、当該メッセージが転送されるべきイン
ターフェースを決定する。このことは、メッセージ内のデスティネーションアドレスフィ
ールドに対応するルーティングテーブルエントリを用いて実行される。その後、メッセー
ジは次のホップのルータ宛に転送される。次のホップのルータに係るアドレスが現在のル
ータあるいは基地局のアドレスのうちの一方と同一の場合には、当該経路設定メッセージ
はその最終的なデスティネーションアドレスに到達していることになる。メッセージが最
終的なデスティネーションアドレスに到達すると、コマンドフィールドがＲＩＰ＿ＲＥＳ
ＰＯＮＳＥ＿ＡＣＫとセットされている場合には、更新経路設定メッセージの場合と同様
に、アクノレッジ信号が生成される。その後、生成されたアクノレッジ信号はモバイルデ
バイス宛に転送される。ドメイン基地局に認証情報が保持されている場合には、認証情報
を含むアクノレッジ信号がまず新基地局宛に送出され、その新基地局がアクノレッジ信号
をモバイルデバイス宛に転送する。
【００９８】
動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバ内でのルーティング情報プロトコル（ＲＩ
Ｐ）とモバイルＩＰ標準との統合は、以下の記述例に従って実現される。モバイルデバイ
スは、起動されると、最初にＤＨＣＰ＿ＤＩＳＣＯＶＥＲメッセージを起動時点で接続さ
れている基地局宛に送出する。それゆえ、基地局はＤＨＣＰリレーとして機能し、当該Ｄ
ＨＣＰ＿ＤＩＳＣＯＶＥＲメッセージをＤＨＣＰサーバ宛に転送する。ＤＨＣＰサーバは
、モバイルデバイスあての返信をＤＨＣＰ＿ＯＦＦＥＲメッセージと共に伝達する。その
後、モバイルデバイスは、ＤＨＣＰ＿ＲＥＱＵＥＳＴメッセージを基地局宛に伝達し、基
地局はそのメッセージをＤＨＣＰサーバ宛にリレーする。その後、ＤＨＣＰサーバは、モ
バイルデバイスに対して割り当てられたアドレス（’ｃｉａｄｄｒ’フィールド）、基地
局のアドレス（’ｇｉａｄｄｒ’フィールド）、及びドメインルートルータのアドレス（
’ｓｉａｄｄｒ’フィールド）を含むＤＨＣＰ＿ＲＥＳＰＯＮＳＥを送出する。その後、
モバイルデバイスは、シーケンスナンバー０を有し、ドメインルートルータを最終的なデ
スティネーションアドレスとして有する更新経路設定メッセージを現在の基地局宛に送出
する。このメッセージは、ドメイン内の選択されたルータにおいてルーティングエントリ
を設定し、そのため、ドメインルートルータに到達するパケットはモバイルデバイス宛に
伝達される。モバイルデバイスが、同一ドメイン内の新たな基地局へとハンドオフする場
合には、前述されているようにシーケンスナンバーを更新し、ハンドオフ後の接続性を維
持する目的で、新－旧経路設定方式を用いて経路設定メッセージを送出する。モバイルデ
バイスが新たなドメイン内の新たな基地局へとハンドオフする場合には、モバイルデバイ
スは、新ドメインのＤＨＣＰサーバを介して、気付アドレスを獲得する。その後、モバイ
ルデバイスは、以前のドメインでのホームエージェントに新たな気付アドレスを通知する
。その後、パケットは、モバイルデバイスが新ドメイン内の基地局に接続されている限り
、前記ホームエージェントと新気付アドレスとの間で通過させられる。モバイルデバイス
の電源が切断されると、新ドメインにおいてＤＨＣＰサーバによって割り当てられたアド
レス及び／あるいは元のドメインにおいてＤＨＣＰサーバから割り当てられたアドレスは
再使用のために破棄される。
【００９９】
認証情報は、任意のユーザが経路設定メッセージを送出するのを許可せず、それによって
他のユーザによるパケット送出を防止する目的で用いられる。本明細書において記述され
ているＨＡＷＡＩＩの実施例と共に考慮されてきたそれぞれの経路設定メッセージは、安
全だと考えられている。なぜなら、ハンドオフ経路設定方式をインプリメントする目的で
、旧基地局による協調と関与をそれぞれが必要とするからである。ユーザに係る認証情報
は、モバイルデバイスが起動される際に現在の基地局内にストアされる。モバイルデバイ
スが新基地局へとハンドオフする場合には、旧基地局は、当該モバイルデバイスが経路設
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定メッセージにおいてそれ自身を認証することができる場合にのみ、経路設定メッセージ
を是認する。その後、認証情報は、経路設定メッセージのアクノレッジ信号上で、旧基地
局から新基地局へと転送される。モバイルデバイスの起動登録の際のＩＰアドレスの割り
当ても、任意のユーザがＩＰアドレスを獲得することを防ぐ目的で安全でなければならな
い。このことは、セルラーネットワークで用いられているように、ホームロケーション登
録（ＨＬＲ）認証等の機構を用いて、あるいは、ＲＡＤＩＵＳプロトコル認証機構を用い
て、実現される。
【０１００】
図２０は、モバイルデバイスのホームエージェントからモバイルデバイスの外部エージェ
ント宛にＩＰパケットを通過させる目的で用いられるモバイルＩＰ標準方法を模式的に示
す図である。通信ノード６００からモバイルデバイス６０８宛の伝達目的で発せられたパ
ケットは、モバイルデバイス６０８のホームエージェント６０２に対するホストとして機
能しているノードにまずルーティングされる。ホームエージェント６０２は、モバイルデ
バイス６０８のＩＰアドレスをデスティネーションアドレスとして有する全てのパケット
が最初にルーティングされるべき、モバイルデバイス６０８に対する登録済みエージェン
トである。通信ノード６００とホームエージェント６０２との間の経路は、全体は示され
ていない。インターネット、プライベートイントラネット、及び／あるいは複数個のルー
タ及びノードが、通信ノード６００とホームエージェント６０２との間に配置されうる。
ホームエージェント６０２は、モバイルデバイスのＩＰアドレスをデスティネーションア
ドレスとして有するパケットを受信すると、それらのパケットをモバイルデバイスの外部
エージェント６１０宛に転送する。外部エージェント６１０は、この実施例ではモバイル
デバイス６０８内に位置しているように示されている。モバイルデバイス６０８は、基地
局６０６との間に設定された無線接続を維持しているように図示されている。ルータ６０
４が基地局６０６とホームエージェント６０２との間に配置されている。ホームエージェ
ント６０２とモバイルデバイス６０８との間の通過経路は、全体は示されていない。イン
ターネット、プライベートイントラネット、及び／あるいは複数個のルータ及びノードが
、ホームエージェント６０２とモバイルデバイス６０８との間に配置されうる。
【０１０１】
通信ノード６００からモバイルデバイス６０８宛のＩＰパケット６１２は、まず、ホーム
エージェント６０２に対するホストとして機能しているノードによって受信される。ＩＰ
パケット６１２は、通常、そのサイズが１５００バイトに制限されている。１５００バイ
トのうち、４０バイトがＩＰパケットヘッダに用いられる。通信ノードはＩＰヘッダソー
スアドレス６１４にセットされ、モバイルデバイスはＩＰヘッダデスティネーションアド
レス６１６にセットされる。全体で１４６０バイトが、データペイロード６１８用に利用
可能である。ホームエージェントに対するホストとして機能しているノードによって受信
された後、ホームエージェントはＩＰパケット６１２をモバイルデバイスの代わりに受け
取り、ＩＰパケット６１２を付加されたＩＰヘッダデスティネーションアドレス及びソー
スアドレスと共にカプセル化し、カプセル化されたパケット６２０を、モバイルデバイス
６０８内に位置している外部エージェント６１０宛のＩＰ－イン－ＩＰトンネルで転送す
る。それゆえ、カプセル化されたパケットは、通信ノードのＩＰアドレス６２６とモバイ
ルデバイスのＩＰアドレス６２８、ホームエージェントのＩＰアドレスを示す付加された
１０バイトのＩＰヘッダソースアドレス６２２、外部エージェントのＩＰアドレスを示す
付加された１０バイトのＩＰヘッダデスティネーションアドレス６２４、及び、データペ
イロード６３０用に利用可能な全１４４０バイトから構成されている。通過させられたカ
プセル化済みパケット６２０が外部エージェント６１０において受信されると、外部エー
ジェントは付加されたＩＰヘッダソース及びデスティネーションアドレス６２２、６２４
を除去し、残りのパケットを処理のためにモバイルデバイス６０８宛に送出する。
【０１０２】
図２１は、モバイルデバイスのホームエージェントからモバイルデバイスの外部エージェ
ント宛のＩＰパケットの通過に関する、本発明に従った最適化を例示した図である。通信
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ノード６００からモバイルデバイス６０８宛に送出されたパケットは、モバイルデバイス
６０８のホームエージェントに対するホストとして機能しているノードへとルーティング
される。ホームエージェント６０２は、モバイルデバイス６０８のＩＰアドレスをデステ
ィネーションアドレスとして有する全てのパケットが最初にルーティングされるべき、モ
バイルデバイス６０８に対する登録済みエージェントである。通信ノード６００とホーム
エージェント６０２との間の経路は、全体は示されていない。インターネット、プライベ
ートイントラネット、及び／あるいは複数個のルータ及びノードが、通信ノード６００と
ホームエージェント６０２との間に配置されうる。ホームエージェント６０２は、モバイ
ルデバイスのＩＰアドレスをデスティネーションアドレスとして有するパケットを受信す
ると、それらのパケットをモバイルデバイスの外部エージェント６１０宛に転送する。外
部エージェント６１０は、この実施例ではモバイルデバイス６０８内に位置しているよう
に示されている。モバイルデバイス６０８は、基地局６０６との間に設定された無線接続
を維持しているように図示されている。ルータ６０４が基地局６０６とホームエージェン
ト６０２との間に配置されている。ホームエージェント６０２とモバイルデバイス６０８
との間の通過経路は、全体は示されていない。インターネット、プライベートイントラネ
ット、及び／あるいは複数個のルータ及びノードが、ホームエージェント６０２とモバイ
ルデバイス６０８との間に配置されうる。
【０１０３】
通信ノード６００からモバイルデバイス６０８宛のＩＰパケット６１２は、まず、ホーム
エージェント６０２に対するホストとして機能しているノードによって受信される。ＩＰ
パケット６１２は、通常、そのサイズが１５００バイトに制限されている。１５００バイ
トのうち、４０バイトがＩＰパケットヘッダに用いられる。通信ノードはＩＰヘッダソー
スアドレス６１４にセットされ、モバイルデバイスはＩＰヘッダデスティネーションアド
レス６１６にセットされる。全体で１４６０バイトが、データペイロード６１８用に利用
可能である。ホームエージェントに対するホストとして機能しているノードによって受信
された後、ホームエージェントはＩＰパケット６１２をモバイルデバイスの代わりに受け
取り、ＩＰパケット６１２を付加されたＩＰヘッダソース及びデスティネーションアドレ
スと共にカプセル化する代わりに、モバイルデバイスの外部エージェント６４４に対して
割り当てられたアドレスをモバイルデバイスのＩＰアドレス６１６と相互交換する。ＩＰ
ヘッダデスティネーションアドレスが相互交換されると、新たなＩＰパケット６４０が、
モバイルデバイス６０８内に存在する外部エージェント６１０宛に転送される。それゆえ
、新たなＩＰパケット６４０は、通信ノードのＩＰアドレス６４２、外部エージェントの
ＩＰアドレス６４４を含む４０バイトのＩＰヘッダ、及びデータペイロード６４６として
利用可能な１４６０バイトより構成される。付加ＩＰヘッダソース及びデスティネーショ
ンアドレスを付け加える代わりにパケットのデスティネーションアドレスを交換すること
によって、利用可能なデータペイロード６４６サイズは減少させられることはない。すな
わち、通過最適化を用いることによって、パケットをホームエージェントから外部エージ
ェントへと通過させるために必要になるオーバーヘッドが低減される。新たなＩＰパケッ
ト６４０を受信すると、外部エージェント６１０はモバイルデバイスのＩＰアドレス６１
６をモバイルデバイスの外部エージェント６４４に対して割り当てられたアドレスと相互
交換し、その結果得られたパケットを処理目的でモバイルデバイス６０８宛に伝達する。
【０１０４】
図２２は、従来技術に係るモバイルＩＰパケットトンネリングに係るｔｃｐｄｕｍｐトレ
ースを示す図である。前述されているように、モバイルデバイスが常にホームネットワー
クの外部に位置する場合には、パケットは、通常、対応するホームエージェントからモバ
イルデバイス宛に通過させられる。通信ノードがルート最適化拡張を用いる場合には、パ
ケットはホームエージェント宛にルーティングされることなく直接モバイルデバイス宛に
ルーティングされる。しかしながら、通信ノードがルート最適化をインプリメントするよ
うに更新されるまでには非常に長い時間が必要と考えられている。従来技術に係る、ホー
ムエージェントから外部エージェントへのモバイルＩＰパケットトンネリングには、モバ
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イルデバイス宛に送出されるパケットの各々に付加ヘッダを付け加えるステップが含まれ
る。この付加ヘッダを含ませることにより、図２２のｔｃｐｄｕｍｐトレースの例からも
明らかなように、重大なかつ望ましくない効果がもたらされる。ｔｃｐｄｕｍｐトレース
中で、通信ノードはＣＨで示されており、モバイルデバイスはＭＨ、ホームエージェント
はＨＡ、及び外部エージェントはＦＡでそれぞれ示されている。
【０１０５】
図２２の最初の５ステップは、通信ノードとホームエージェントとの間のトランスミッシ
ョンコントロールプロトコル（ＴＣＰ）ハンドシェークを表している。この期間に、最大
セグメント長（ｍｓｓ）が１４６０バイトであることが決定される。最大セグメント長は
、ＩＰパケット中の、アプリケーションデータが存在するペイロード部分の大きさを反映
している。１５００バイトよりなるＩＰパケットを構成している残りの４０バイトは、ソ
ース及びデスティネーションＩＰアドレスを含むＩＰパケットヘッダとして用いられる。
ステップ６では、１４６０バイトのペイロードを有する最初のパケットがフラグメンテー
ション禁止フラグをセットした状態（経路ＭＴＵ検索）で送出されると、ホームエージェ
ントがインターネットコントロールメッセージプロトコル（ＩＣＭＰ）エラーメッセージ
を通信ノード宛に返送して、通過ヘッダの付加がフラグメンテーションを要求することを
示す。ステップ７の完了の後、経路最大伝送ユニット（ＭＴＵ）として１４４０バイトが
パケットペイロードに新たに割り当てられる。それゆえ、付加パケットオーバーヘッドを
含めることによるパケット伝送効率の低減に加えて、通過ヘッダを利用することにより、
通信ノードとホームエージェントとの間で浪費される１ラウンドトリップ分の通信の追加
という望ましくなくかつ不効率な影響がある。この影響は、通信ノードからモバイルデバ
イス宛のウェブ（ｗｅｂ）伝送に関してモバイルＩＰトンネリング方式を用いる場合に特
に認識されるものとなり、５００ミリ秒あるいはそれ以上の付加遅延が生ずる。なぜなら
、各ウェブページの伝送は、それを完了するまでに複数個のＴＣＰダウンロードが必要と
されるからである。
【０１０６】
図２３は、本発明に従ってトンネリング最適化を利用する場合のホームエージェントから
外部エージェントへのパケット伝達に係るｔｃｐｄｕｍｐトレースを示した図である。前
述されているように、トンネリング最適化はモバイルデバイス内に存在する外部エージェ
ントを利用しており、それゆえ、モバイルデバイスの気付アドレスがモバイルデバイスの
外部エージェントとのアドレスとして用いられる。よって、ホームエージェントは、ＩＰ
ヘッダデスティネーションアドレスを、モバイルデバイスのアドレスからその気付アドレ
ス（外部エージェントのアドレス）に相互交換する。パケットがモバイルデバイスに到達
すると、外部エージェントはモバイルデバイスのＩＰアドレスを当該外部エージェントの
アドレスと置換し、本来含められているフィールドを有するパケットヘッダが回復される
。その後、パケットは、モバイルデバイスにおいて実行されているアプリケーションに転
送される。このトンネリング最適化はアプリケーションレイヤに対して完全にトランスペ
アレントであり、外部エージェントがモバイルデバイス内に存在している限りは適用可能
である。さらに、トンネリング最適化は、付加ヘッダというオーバーヘッドを負わない。
図２３の最初の５ステップは、通信ノードとホームエージェントとの間のトランスミッシ
ョンコントロールプロトコル（ＴＣＰ）ハンドシェークを表している。ここで、ＩＰパケ
ットヘッダソースアドレスが通信ノードのものであるにもかかわらず、ステップ２及び５
がホームエージェントによって生成されたものであることに留意されたい。ステップ６か
ら８より明らかなように、パケットフラグメンテーションを必要とするというインターネ
ットコントロールメッセージプロトコル（ＩＣＭＰ）エラーメッセージは用いられない。
なぜなら、付加ヘッダが追加されることがないからである。それゆえ、トンネリング最適
化を用いることは、必要とされるパケットオーバーヘッドを低減することによってパケッ
ト伝送効率に利するのみならず、通信ノードとホームエージェントとの間のＴＣＰセッシ
ョンごとの１ラウンドトリップ分の通信を必要とすることによる望ましくなくかつ不効率
な影響を無くしている。
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【０１０７】
図２４は、ホームエージェントに対するホストとして機能しているノードにおけるトンネ
リング最適化をインプリメントする手続き例を示す流れ図である。ステップ７００におい
ては、モバイルデバイス宛のパケットが対応するホームエージェントにおいて受信される
と、ＩＰヘッダの正確性を確認する目的でＩＰヘッダチェックサムがまずチェックされる
。ホームエージェントは、当該ホームエージェントに登録されてホームドメインから離れ
て存在しているモバイルデバイスに対応するモバイルデバイスアドレスのリストを維持し
ている。このリストは、モバイルホストアウェーフロムホームリストと呼称される。ステ
ップ７０２では、ホームエージェントが、テーブル検索によって、このパケットのＩＰヘ
ッダデスティネーションアドレスが、モバイルホストアウェーフロムホームリスト中に関
連するエントリを有しているか否かがチェックされる。エントリを有さない場合には、ト
ンネリング最適化が破棄され、従来技術に係るＩＰ処理がパケットを転送する目的で行な
われる。しかしながら、エントリを有している場合には、ステップ７０４が実行される。
ステップ７０４では、パケットのＩＰヘッダ中のＩＰリザーブドフラグメントフラグがセ
ットされる。ＩＰリザーブドフラグメントフラグがセットされているということは、その
関連するパケットがトンネリング最適化方式の適用を受けるということを意味している。
この重要な情報はＩＰヘッダ内に含められ、このパケットを受信する外部エージェントに
、その受信したパケットに関連してトンネリング最適化方式が用いられていることを通知
する。ステップ７０６では、パケットのＩＰヘッダデスティネーションアドレスに含まれ
ているモバイルデバイスのアドレスが、モバイルデバイスに係る気付アドレスによって置
換される。この場合の気付アドレスは外部エージェントのＩＰアドレスである。なぜなら
、外部エージェントがモバイルデバイス内に存在しているからである。ステップ７０８で
は、新たなＩＰヘッダチェックサムが計算される。新たなＩＰヘッダチェックサムの計算
は、当該ＩＰヘッダにはモバイルデバイスのＩＰアドレスの代わりに外部エージェントの
ＩＰアドレスがＩＰヘッダデスティネーションアドレスとして含まれているため、必要と
なる。ステップ７１０では、ＩＰパケットが、モバイルデバイス内に存在している外部エ
ージェント宛に転送される。
【０１０８】
図２５は、対応するモバイルデバイス内に存在する外部エージェントにおいてトンネリン
グ最適化をインプリメントするプログラム例を示す流れ図である。ステップ７２０では、
パケットが外部エージェントによって受信されると、ＩＰヘッダの正確性を確認する目的
でＩＰヘッダチェックサムがまずチェックされる。ステップ７２２では、ＩＰヘッダに含
まれるＩＰリザーブドフラグメントフラグがセットされているか否かを決定するためのチ
ェックがなされる。ＩＰリザーブドフラグメントフラグがセットされていない場合には、
そのパケットは当該外部エージェント宛にトンネリング最適化方式を用いて転送されてき
たのではないため、そのＩＰパケットのデスティネーションアドレスを変更することなく
通常のパケット処理が実行される。しかしながら、リザーブドフラグメントフラグがセッ
トされている場合には、ホームエージェントにおいてトンネリング最適化方式がインプリ
メントされていたことを意味しており、この外部エージェントにおいてもトンネリング最
適化方式がインプリメントされなければならない。それゆえ、ステップ７２４において、
当該パケットのＩＰヘッダデスティネーションアドレスが当該外部エージェントの気付ア
ドレスリストに含まれるエントリと比較される。モバイルデバイスが気付アドレス（外部
エージェントが対応するモバイルデバイス内に存在している場合には、外部エージェント
のアドレスと同一である）を有している場合には、外部エージェントは現在の気付アドレ
スを反映するように気付アドレスリストを更新する。気付アドレスリスト中に含まれない
場合には、そのパケットは誤って受信されたものであり、破棄される（ステップ７３０）
。しかしながら、そのパケットのＩＰヘッダデスティネーションアドレスが当該外部エー
ジェントの気付アドレスリスト中のエントリと一致する場合には、ステップ７２６が実行
される。ステップ７２６では、外部エージェントが、そのパケットのＩＰヘッダデスティ
ネーションアドレスにおいて、当該外部エージェントに対応するＩＰアドレス（すなわち
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気付アドレス）をホームエージェントに対応するＩＰアドレスに置換する。ステップ７２
８では、当該パケットに対するパケット処理がモバイルデバイスにおいて再開される。
【０１０９】
以上の説明は、本発明の一実施例に関するもので，この技術分野の当業者であれば、本発
明の種々の変形例が考え得るが、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。さ
らに、本明細書に記述された全ての例示及び条件言語は、本発明の原理並びに本発明の発
明者によって提供された概念の当業者による理解を助ける教育的な目的で原理的に表現さ
れているものであり、それら記述された例示及び条件が本発明を何ら限定するものではな
いというように解釈されるべきものである。さらに、本発明の原理、側面及び実施例に係
る全ての記述は、その実施例と共に、それらの構造的等価事物及び機能的等価事物の双方
を包含することが企図されている。加えて、それらの等価事物には、現在公知の等価事物
及び将来において開発される等価事物、すなわち、その構造にかかわらず同一の機能を実
行する全ての被開発事物、の双方が含まれることが企図されている。
【０１１０】
よって、例えば、本明細書に記載されているブロック図は、本発明の原理を具体化する回
路例に係る概念的な観点を表現していることを理解されたい。同様に、あらゆる流れ図、
状態遷移図、擬似符号、及びそれらに類するものは、コンピュータあるいはプロセッサが
明示的に図示されているいないにかかわらず、実質的にコンピュータによって読み取り可
能な媒体において表現され、コンピュータあるいはプロセッサによって実行される種々の
プロセスを表していることにも留意されたい。
【０１１１】
“プロセッサ”というラベルが付された機能ブロックを含む種々の図示あるいは記述され
た要素の機能は、専用のハードウエアあるいはソフトウエアを実行することが可能なハー
ドウエアを適切なソフトウエアと関連させて用いることによって実現されうる。プロセッ
サが用いられる場合には、機能は、単一の専用プロセッサ、単一の共有プロセッサ、ある
いはそのうちのいくつかが共有されている複数個の個別のプロセッサによって実現されう
る。さらに、“プロセッサ”あるいは“コントローラ”という術語の明示的な使用は、ソ
フトウエアを実行することが可能なハードウエアを排他的に言及していると解釈されるべ
きではなく、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ソフトウエアをストアするリードオン
リメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、及び不揮発性ストレージ装置
等を暗示的に含む（但し、それらに限定されるものではない）。従来技術に係る及び／あ
るいはカスタム品のその他のハードウエアも含められうる。同様に、図に示された全ての
スイッチは概念的なものである。それらの機能は、プログラムロジックの操作を通じて、
専用のロジックを通じて、プログラム制御及び専用ロジックの相互作用を通じて、あるい
は手動で実行されうるものであり、選択可能な特定の技術は本明細書をより詳細に理解す
ることによってその実施者によって選択可能である。
【０１１２】
本明細書の特許請求の範囲において、特定の機能を実行する手段として表現されているあ
らゆる要素は、例えば、ａ）その機能を実行する回路要素の組み合わせ、あるいは、ｂ）
その機能を実行する目的でソフトウエアを実行する適切な回路と組み合わせられたファー
ムウエア、マイクロコードあるいはその同等物を含むあらゆる形態のソフトウエア、等を
含む、その機能を実行するあらゆる方策を含むものであることが企図されている。このよ
うな請求項によって規定された本発明は、記述された種々の手段によって実現される機能
が、特許請求の範囲が要求するような方式で組み合わせられて構成されている、という事
実に存する。よって、本発明の出願者は、それらの機能を実現する全ての手段を本明細書
に記述／例示されたものと同等であると見なす。
【０１１３】
【発明の効果】
以上述べたごとく、本発明によれば、サブネット内のローカルな移動性を最小の遅延及び
最小のトラフィック量で実現する、パケットベースネットワークへの無線アクセス方法が
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提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】インターネットプロトコル（ＩＰ）ベースネットワークへのモバイルデバイスか
らのモバイルＩＰ無線アクセスを実現するために用いられるアーキテクチャを模式的に示
す図。
【図２】本発明に従ったハンドオフ認識無線アクセスインターネットインフラストラクチ
ャ（ＨＡＷＡＩＩ）に関するドメインベースアーキテクチャを模式的に示す図。
【図３】本発明に係るＨＡＷＡＩＩドメインベースアーキテクチャを利用するドメインに
関する動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバにおいて実行されるプロセスステッ
プを例示する流れ図。このＤＨＣＰサーバは動的ホーム最適化を利用しない。
【図４】本発明に係るＨＡＷＡＩＩドメインベースアーキテクチャを利用するドメインに
関する動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバにおいて実行されるプロセスステッ
プを例示する流れ図。このＤＨＣＰサーバは動的ホーム最適化を利用する。
【図５】動的ホーム最適化を利用するしないにかかわらず、本発明に従って、モバイルデ
バイスのパワーダウンの際に実行されるドメインベースのプロセスステップを例示する流
れ図。
【図６】本発明に従って動的ホスト配置プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバ及びホームエージ
ェントに対するホストとして機能するドメインルータの実施例を模式的に示す図。
【図７】本発明に従った、リフレッシュ経路設定メッセージに係る情報要素フィールドの
構造例を示す図。
【図８】本発明に従った、パワーアップ経路設定メッセージに係る情報要素フィールドの
構造例を示す図。
【図９】本発明に従った、ハンドオフ経路設定メッセージに係る情報要素フィールドの構
造例を示す図。
【図１０】本発明に従って、ドメインベースＨＡＷＡＩＩアーキテクチャにおけるルータ
によってパワーアップ経路設定メッセージの処理のために用いられる方法例を示す流れ図
。
【図１１】本発明に従った、ＨＡＷＡＩＩドメインベースアーキテクチャを利用するドメ
イン例におけるパワーアップ経路設定メッセージの処理シーケンスを示す図。
【図１２】本発明に従って、リフレッシュ経路設定メッセージの処理のためにドメインベ
ースＨＡＷＡＩＩアーキテクチャサブネット内のルータによって用いられる方法例を示す
流れ図。
【図１３】本発明に従って、新－旧経路設定メッセージの処理のためにドメインベースＨ
ＡＷＡＩＩアーキテクチャサブネット内のルータによって用いられる方法例を示す流れ図
。
【図１４】本発明に従った、ＨＡＷＡＩＩドメインベースアーキテクチャを利用するドメ
イン例における新－旧経路設定方式処理シーケンス例を示す図。
【図１５】本発明に従った、ＨＡＷＡＩＩドメインベースアーキテクチャを利用するドメ
イン例における新－旧経路設定方式処理シーケンス例を示す図。ここでは、新たな基地局
が旧基地局に直接接続されている。
【図１６】本発明に従って新－旧－新フェーズ１ハンドオフ経路設定メッセージを処理す
るドメインルータによって用いられる方法例を示す流れ図。
【図１７】本発明に従って新－旧－新フェーズ２ハンドオフ経路設定メッセージを処理す
るドメインルータによって用いられる方法例を示す流れ図。
【図１８】本発明に従った、ドメイン例内の新－旧－新経路設定方式処理シーケンスの具
体例を示す図。
【図１９】本発明に従った、ルーティングテーブルを有するドメインルータの実施例を示
すブロック図。
【図２０】モバイルデバイスのホームエージェントからモバイルデバイスの外部エージェ
ント宛にＩＰパケットをトンネルさせるために用いられる、従来技術に係るモバイルＩＰ
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標準方法を示す模式図。
【図２１】本発明に従ったトンネリング最適化を示すブロック図。
【図２２】従来技術に係る、パケットのモバイルＩＰトンネリングに係るＴＣＰダンプト
レースを示す図。
【図２３】本発明に従ったトンネリング最適化法式を用いる、ホームエージェントから外
部エージェントへのパケット伝達に係るＴＣＰダンプトレースを示す図。
【図２４】本発明に従った、ホームエージェントに対するホストとして機能しているノー
ドにおけるトンネリング最適化を実現する手続き例を示す流れ図。
【図２５】本発明に従った、対応するモバイルデバイスと共存している外部エージェント
におけるトンネリング最適化を実現する手続き例を示す流れ図。
【符号の説明】
１００　インターネット
１１０　通信ノード
１１２　サービスプロバイダ
１１４　モバイルデバイス
１１６　サービスプロバイダ
１１８　ホームエージェント
１５０　ドメインルートルータ
１５２　ホームエージェント
２６０　ドメインルータ
２６２　入力ポート
２６４　出力ポート
２６６　プロセッサ
２６８　メモリ
２７０　ホームエージェント
２７２　ＤＨＣＰサーバ
３００　構成要素
３１０　メッセージタイプ
３１２　シーケンスナンバー
３１４　モバイルＩＰアドレス
３１６　ソースＩＰアドレス
３１８　デスティネーションＩＰアドレス
３２０　メトリックフィールド
３６０　ドメインルートルータ
３６２　インターネット
５８０　ルータ
５８２　入力ポート
５８４　出力ポート
５８６　プロセッサ
５８８　メモリ
５９０　ルーティングテーブル
６００　通信ノード
６０２　ホームエージェント
６０４　ルータ
６０６　基地局
６０８　モバイルデバイス
６１０　外部エージェント
６１２　ＩＰパケット
６１４　ＩＰヘッダソースアドレス
６１６　ＩＰヘッダデスティネーションアドレス
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６１８　データペイロード
６２０　ＩＰパケット
６２２　付加されたＩＰヘッダソースアドレス
６２４　付加されたＩＰヘッダデスティネーションアドレス
６２６　元のＩＰヘッダソースアドレス
６２８　元のＩＰヘッダデスティネーションアドレス
６４０　ＩＰパケット
６４２　ＩＰヘッダソースアドレス
６４４　ＩＰヘッダデスティネーションアドレス

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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